
第 75号 議 案

令 和 ２ 年 ３ 月 1 9日
任 用 給 与 課

東京都人事委員会規則等の一部改正等について 

（給与関係・勤務時間関係・任用関係） 

標記の件について、下記Ⅰの東京都人事委員会規則の一部改正については別添１

のとおり一部改正し、施行する。 

下記Ⅱの東京都規則等の一部改正については、申請（別添２）のとおり承認し、

下記Ⅲの人事委員会承認事項等の一部改正等については、申請及び協議（別添３）

のとおり、承認及び同意する。 

記 

Ⅰ 東京都人事委員会規則の一部改正（別添１） 

１ 初任給、昇格及び昇給等に関する規則の一部を改正する規則 

Ⅱ 東京都規則等の一部改正（別添２） 

１ 給料の特別調整額に関する規程の一部改正（知事） 

２ 会計年度任用職員の任用等に関する規則の一部を改正する規則 

３ 東京都職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

４ 警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

５ 東京消防庁職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

６  非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則の一部を改

正する規則 

７ 管理職手当支給に関する規則の一部を改正する規則 

８ 学校職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

９ 都立学校等に勤務する時間講師に関する規則の一部を改正する規則 

10 都立学校等に勤務する日勤講師に関する規則の一部を改正する規則 
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11 へき地手当等に関する規則の一部を改正する規則 

Ⅲ 人事委員会承認事項等の一部改正等（別添３） 

１ 成績率の運用に関する要綱の制定について（知事） 

２ 保健所等において保健衛生行政に従事する医師・歯科医師に対する初任給調

整手当の取扱いについて 

３ 東京都職員共済組合の議員選挙の実施に伴う職員の職務専念義務の免除及び

給与減額免除の取扱いについて＜廃止＞（教育委員会) 

４ 人間ドックの受診に係る職員の職務専念義務の免除及び給与減額の免除につ

いて（教育委員会）【協議・申請】 

５ 会計年度任用職員の職務専念義務の免除及び報酬減額の免除について（知事

外６任命権者） 

６ 会計年度任用職員の職務専念義務の免除及び報酬減額の免除について（教育

委員会）【協議・申請】 

７ 時間講師及び日勤講師の職務専念義務の免除及び報酬減額の免除について

（教育委員会）【協議・申請】 
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Ⅰ 東京都人事委員会規則の一部改正 

１ 初任給、昇格及び昇給等に関する規則の一部を改正する規則 

組織改正に伴い、所要の改正を行う。 

項   目  
該 当 条 文  

内           容 

行政職給料表(一)

５級昇格時職務区

分別号給表 

別表第８イ 

【組織改正に伴う規定整備】 

 デジタルサービス局の新設に伴い、東京都戦略政策情報推進本部に係る職を

削除し、職務区分２を適用する職に「政策企画局特区推進担当部長」を追加 

 

施 行 期 日 

附則 

  令和３年４月１日 

 

Ⅱ 東京都規則等の一部改正 

１ 給料の特別調整額に関する規程の一部改正 

組織改正に伴い、所要の改正を行う。 

項   目  
該 当 条 文  

内           容 

別 表 第 １ 【組織改正に伴う規定整備】 

デジタルサービス局の新設に伴い、東京都戦略政策情報推進本部に係る職

を削除 

施 行 期 日 

附則 

  令和３年４月１日 

２ 会計年度任用職員の任用等に関する規則の一部を改正する規則 

組織改正に伴い、所要の改正を行う。 

項   目  
該 当 条 文 

内           容 

定 義 

第２条第２号 

【組織改正に伴う規定整備】 

デジタルサービス局の新設に伴い、「戦略政策情報推進本部長」を削除 

施 行 期 日 

附則 

 令和３年４月１日 
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３ 東京都職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

東京都職員の特殊勤務手当に関する条例の改正に伴い、所要の改正を行う。 

項   目  
該 当 条 文  

内           容 

防疫等業務手当に

関する措置 

本体附則第２項 

 

第１号 

 

 

 

 

 

第２号 

 

 

【新型コロナウイルス感染症に係る業務に従事した場合の特例】 

支給額の引上げ 

支給範囲 
手当額 

（日額又は一勤務） 

＜対象＞ 

医療従事者（福祉保健局又は病院経営本部に所属す

る医師、看護師その他総務局長が指定する職員） 

＜業務内容＞ 

新型コロナウイルス感染症の患者の治療、看護その

他の業務又は病原体等に接触する業務 

3,000円 

↓ 

5,000円 

 

（本則：340円） 

＜対象＞ 

上記以外の職員 

＜業務内容＞ 

新型コロナウイルス感染症から都民の生命及び健康

を保護するために行われた措置に係る業務で総務局

長が指定するもの 

（例：一時宿泊療養施設等の運営） 

2,000円 

↓ 

3,000円 

 

（本則：支給なし） 

 

施 行 期 日 等 

附則第１項 

公布の日（令和３年３月 31日予定） 

ただし、本体附則第２項は、令和３年１月８日から適用 

経 過 措 置 等 

附則第２項 

附則第３項 

 

附則第４項 

〇 適用日前に従事した業務について適用日以後に支給する場合 

 →従前の例による。 

〇 二暦日にわたる勤務にあっては、適用日以後に始まる勤務から適用し、

適用日前から始まる勤務については、なお従前の例による。 

〇 本体附則第２項の適用を受ける職員の改正前の規則同項の規定により

支給された防疫等業務手当は、改正後の規則同項の規定による手当の内払

とみなす。 
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４ 警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

爆発物等処理手当の特例に係る支給額の引上げ及び組織改正に伴い、所要の改正を行う。 

項   目  
該 当 条 文  

内           容 

捜査等業務手当 

別表 

１(1)イ 

【組織改正に伴う規定整備】 

外事第二課の分割による外事第三課の改称に伴い、支給範囲に「外事第四

課」を追加 

爆発物等処理手当

に関する特例 

本体附則第５項 

第１号 

 

 

 

 

 

 

第２号 

 

 

 

【新型コロナウイルス感染症に係る業務に従事した場合の特例】 

支給額の引上げ 

支給範囲 
手当額 

（日額） 

① 

ア 新型コロナウイルス感染症の感染者等（疑いのあ

る者を含む。）に接触して行う業務に従事した職員 

イ 新型コロナウイルス感染症の感染者等の直近にお

いて一定時間にわたり行う業務その他準ずるものと

して警視総監が指定するものに従事した職員 

3,000円 

↓ 

5,000円 

② 

ア 新型コロナウイルス感染症の感染者等に対して行

う業務のうち警視総監が指定するものに従事した職

員 

イ 新型コロナウイルス感染症の病原体その他これに

準ずるものとして警視総監が指定するものに接触す

る業務に従事した職員 

2,000円 

↓ 

3,000円 

 

特例適用の期限 

本体附則第６項 

 

 

【文言整備】 

「東京都職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例（令和２年

東京都条例第 62号）による改正後の」→削除 

 
施 行 期 日 等 

附則第１項 

附則第２項 

〇 本体附則第５項及び第６項並びに附則第２項から第４項までは公布の

日（令和３年３月 31日予定） 

ただし、本体附則第５項は令和３年１月８日から適用 

〇 別表の改正規定は令和３年４月１日 

 
経 過 措 置 等 

附則第３項 

附則第４項 

 

〇 適用日前に従事した業務について適用日以後に支給する場合 

 → 従前の例による。 

〇 本体附則第５項の適用を受ける職員の改正前の規則同項の規定により

支給された爆発物等処理手当は、改正後の規則同項の規定による手当の

内払とみなす。 
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５ 東京消防庁職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部を改正する

規則 

出動手当の特例に係る手当額の引上げに伴い、所要の改正を行う。 

項   目  
該 当 条 文  

内           容 

出動手当に関する

特例 

本体附則第５項 

 

第１号 

 

 

第２号 

 

 

 

【新型コロナウイルス感染症に係る業務に従事した場合の特例】 

支給額の引上げ 

支給範囲 
手当額 

（日額） 

① 
 新型コロナウイルス感染症の患者又は疑いのある

者に接触して行う消防活動に従事した職員 

3,000円 

↓ 

5,000円 

② 

ア ①に関連する業務として消防総監が指定するもの

に従事した職員 

イ 新型コロナウイルス感染症の病原体その他これに

準ずるものとして消防総監が指定するものに接触す

る業務に従事した職員 

2,000円 

↓ 

3,000円 

  
特例適用の期限 

本体附則第６項 

 

 

【文言整備】 

「東京都職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例（令和２

年東京都条例第 62号）による改正後の」→削除 

 

施 行 期 日 等 

附則第１項 

公布の日（令和３年３月 31日予定） 

ただし、本体附則第５項は、令和３年１月８日から適用 

経 過 措 置 

附則第２項 

附則第３項 

 

〇 適用日前に従事した業務について適用日以後に支給する場合 

 → 従前の例による。 

〇 本体附則第５項の適用を受ける職員の改正前の規則同項の規定により

支給された出動手当は、改正後の規則同項の規定による手当の内払とみ

なす。 

６ 非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則の一部を

改正する規則 

非常勤職員の報酬等について、所要の改正を行う。 

項   目  
該 当 条 文  

内           容 

報酬の減額免除等 

第 15 条第２項第２号 

       第３号 

（新設） 

【第一種報酬の減額免除】 

  〇 報酬からの減額が免除される休暇に以下のものを追加 

   ・母子保健健診休暇 

   ・妊婦通勤時間 
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第一種報酬の特例 

本体附則第２項 

 

第１号 

 

 

 

 

第２号 

 

 

 

       

第３号 

 

 

 

 

第４号 

 

 

 

 

 

第５号 

 

【新型コロナウイルス感染症に係る業務に従事した場合の特例】 

特殊勤務手当に相当する報酬の支給額の引上げ 

支給範囲 報酬額 

＜対象＞ 

医療従事者（福祉保健局又は病院経営本部に所属す

る医師、看護師その他任命権者が指定する職員） 

＜業務内容＞ 

新型コロナウイルス感染症の患者の治療、看護その

他の業務又は病原体等（任命権者が指定するもの）

に接触する業務 

日額又は一勤務 

3,000円 

↓ 

5,000円 

＜対象＞ 

上記以外の職員（教育委員会、学校、警視庁及び東京

消防庁の職員を除く。） 

＜業務内容＞ 

新型コロナウイルス感染症から都民の生命及び健康

を保護するために行われた措置に係る業務で任命権

者が指定するもの 

日額又は一勤務 

2,000円 

↓ 

3,000円 

＜対象＞ 

警視庁職員 

＜業務内容＞ 

新型コロナウイルス感染症の感染者等（疑いのある

者を含む。）に接触して行う業務又は感染者等の直近

において一定時間にわたり行う業務で任命権者が指

定するもの 

日額 

3,000円 

↓ 

5,000円 

＜対象＞ 

警視庁職員 

＜業務内容＞ 

新型コロナウイルス感染症の感染者等に対して行う

業務で任命権者が指定するもの又は病原体等（任命

権者が指定するもの）に接触する業務（第３号に規

定するものを除く。） 

日額 

2,000円 

↓ 

3,000円 

＜対象＞ 

東京消防庁職員 

＜業務内容＞ 

新型コロナウイルス感染症の病原体等（任命権者が

指定するもの）に接触する業務 

日額 

2,000円 

↓ 

3,000円 
 

文 言 整 備 

第 15 条第２項 

第４号 

第５号 

第６号    

第 19 条第２項第３号 

本体附則第５項 

【文言整備】 

  〇 「次の各号に掲げる場合は」→「次に掲げる場合は」 

   〇 第 15条第２項第２号及び第３号新設に伴う号ずれ 

  〇 「第 15条第２項第４号」→「第 15条第２項第６号」 

   〇 「東京都職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例（令和２

年東京都条例第 62号）による改正後の」を削除 
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施 行 期 日 等 

附則第１項 
 
    第２項 

令和３年４月１日 

○ ただし、本体附則第２項第１号から第５号まで及び本体附則第５項の改

正規定並びに附則第２項から第５項までは公布の日（令和３年３月 31日予

定） 

○ 本体附則第２項第１号から第５号は令和３年 1月８日から適用 

経 過 措 置 等 

附則第３項 

附則第４項 

 
 

附則第５項 

〇 適用日前に従事した業務について適用日以後に支給する場合 

→従前の例による。 

〇 二暦日にわたる勤務にあっては、適用日以後に始まる勤務から適用し、適

用日前から始まる勤務については、なお従前の例による。（警視庁職員及び

東京消防庁職員を除く。） 

〇 本体附則第２項の適用を受ける職員の改正前の規則同項の規定により支

給された特殊勤務手当に相当する報酬は、改正後の規則同項の規定による

報酬の内払とみなす。 

７ 管理職手当支給に関する規則の一部を改正する規則 

都立小学校の設置に伴い、所要の改正を行う。 

項   目 
該 当 条 文  

内           容 

別 表 第 １ 【都立小学校の設置に伴う規定整備】 

「都立の中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校」 

     ↓ 

「都立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校」 

施 行 期 日 

附則 

公布の日（令和３年３月 31日予定） 

８ 学校職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

都立小学校の設置に伴い、所要の改正を行う。 

項   目  
該 当 条 文  

内           容 

教員特殊業務手当 

別表第１ 

手当番号13 

 

【都立小学校の設置に伴う規定整備】 

「都立の中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校」 

     ↓ 

「都立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校」 

施 行 期 日 

附則 

公布の日（令和３年３月 31日予定） 
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９ 都立学校等に勤務する時間講師に関する規則の一部を改正する規則 

都立小学校の設置に伴い、所要の改正を行う。 

項   目 
該 当 条 文 

内           容 

目 的 

第１条 

設 置 

第２条 

【都立小学校の設置に伴う規定整備】 

「都立の中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校」 

     ↓ 

「都立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校」 

施 行 期 日 

附則 

公布の日（令和３年３月 31日予定） 

10 都立学校等に勤務する日勤講師に関する規則の一部を改正する規則 

「Ⅱ」の「９」と同様の改正を行う。 

11 へき地手当等に関する規則の一部を改正する規則 

都立特別支援学校分教室の設置等に伴い、所要の改正を行う。 

項   目  
該 当 条 文 

内           容 

別 表 第 １ 

 

【へき地公署の移転等に伴う規定整備】 

○ 新島村立新島中学校 

（現 行）新島村本村四丁目７番１号 

→（改正後）新島村本村四丁目 10番 12号 

○ 利島村立利島小学校及び利島村立利島中学校 

（現 行）利島村 13番地 

→（改正後）利島村 87番地 

【都立特別支援学校分教室設置に伴う規定整備】 

（学校名）都立青鳥特別支援学校八丈分教室 

（所在地）八丈町大賀郷 3020番地 

施 行 期 日 

附則 
公布の日（令和３年３月 31日予定） 

ただし、都立特別支援学校分教室設置に係る改正規定は令和３年４月１日 
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Ⅲ 人事委員会承認事項等の一部改正等 

１ 成績率の運用に関する要綱の制定について（知事） 

組織改正に伴い、所要の改正を行う。 

項 目 内 容 

用 語 の 定 義 

第３ 

【組織改正に伴う規定整備】 

デジタルサービス局の新設に伴い、「戦略政策情報推進本部長」を削除 

附 則 令和３年６月に支給する勤勉手当から適用する。 

２ 保健所等において保健衛生行政に従事する医師・歯科医師に対する初任給

調整手当の取扱いについて 

組織改正に伴い、所要の改正を行う。 

項 目 内 容 

対 象 と な る 職 

別紙別表 

【組織改正に伴う規定整備】 

保健衛生行政に従事する医師・歯科医師に対する初任給調整手当の区分に

ついて、引上げの対象に「福祉保健局東京感染症対策センター担当部長」を

追加 

※ 公衆衛生医師については、求められる役割が高まる中で、人材の確保が困

難となっていることを踏まえ、「都外施設」区分を適用

初任給調整

手当区分 
島しょ 

保健所 

都外 

施設 

監察 

医務院 

保健所・

都立病院 

本庁・ 

研究所 

最高 

支給額 
306,900円 268,500円 202,000円 175,100円 121,900円 

適 用 年 月 日   令和３年４月１日 

３ 東京都職員共済組合の議員選挙の実施に伴う職員の職務専念義務の免除

及び給与減額免除の取扱いについて＜廃止＞（教育委員会） 

教育委員会職員の加入する共済組合の移行に伴い、本取扱いを廃止する。 
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４ 人間ドックの受診に係る職員の職務専念義務の免除及び給与減額の免除

について（教育委員会）【協議・申請】 

教育委員会職員の加入する共済組合の移行に伴い、所要の改正を行う。 

項 目 内 容 

事 項 

項目１ 

  【加入する共済組合の移行に係る規定整備】 

本取扱いの対象から、東京都職員共済組合が実施する人間ドック助成を

利用する場合を削除 

「東京都職員共済組合または公立学校共済組合東京支部が実施する人間

ドック助成を利用して、人間ドックを受診する場合」 

→ 「公立学校共済組合東京支部が実施する人間ドック助成を利用して、人

間ドックを受診する場合」

実 施 時 期 令和３年４月１日 

５ 会計年度任用職員の職務専念義務の免除及び報酬減額の免除について 

（知事・議会・監査・選挙管理委員会・人事委員会・警視庁・東京消防庁） 

妊産婦休養の報酬の取扱いの見直しに伴い、改正を行う。 

項 目 内 容 

職免承認事項にお

ける会計年度任用

職員の取扱い 

別表 項番 15 

【妊産婦休養の報酬の取扱いの見直し】 

妊産婦休養の報酬の取扱いを見直し、報酬減額を免除とする。 

項 目 
報酬減額 

（現行） 

報酬減額 

（改正後） 

ア 妊娠中の休憩に関する措

置に係るもの

妊娠中の職員で、医師又は

助産師の指導により休養又

は補食の必要があるとされ

た場合 

免除しない 

免除する 

イ 妊娠中又は出産後の症状

等に対応する措置に係るも

の

妊娠中及び出産後１年を

経過していない職員で、医師

又は助産師の指導により勤

務時間短縮の必要があると

された場合 

免除する 

ただし、他の規定に

より勤務しないこと

を承認している時間

との合計が、１日に

４時間を超えない場

合で、その範囲内で

承認されたものに限

る 

改 正 年 月 日 令和３年４月 1日 
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６ 会計年度任用職員の職務専念義務の免除及び報酬減額の免除について 

（教育委員会）【協議・申請】 

妊産婦休養の報酬の取扱いの見直し等に伴い、所要の改正を行う。 

項   目  内           容 

職免承認事項にお

ける会計年度任用

職員の取扱い 

別表 項番 17（繰上

げ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表 項番８から項

番 20まで（繰上げ） 

  【妊産婦休養の報酬の取扱いの見直し】 

   妊産婦休養の報酬の取扱いを見直し、報酬減額を免除とする。 

項 目 
報酬減額 

（現行） 

報酬減額 

（改正後） 

ア 妊娠中の休憩に関する措

置に係るもの 

妊娠中の職員で、医師又は

助産師の指導により休養又

は補食の必要があるとされ

た場合 

免除しない 

免除する 

イ 妊娠中又は出産後の症状

等に対応する措置に係るも

の 

妊娠中及び出産後１年を

経過していない職員で、医師

又は助産師の指導により勤

務時間短縮の必要があると

された場合 

免除する 

ただし、他の規定に

より勤務しないこと

を承認している時間

との合計が、１日に

４時間を超えない場

合で、その範囲内で

承認されたものに限

る 

 【規定整備】 

 「Ⅲ」の「３」の取扱いの廃止に伴い、別表中項番８を削り、項番９から

項番 21を１項ずつ繰り上げる。 

改 正 年 月 日 令和３年４月 1日 

７ 時間講師及び日勤講師の職務専念義務の免除及び報酬減額の免除につい

て（教育委員会）【協議・申請】 

   「Ⅲ」の「６」と同様の改正を行う。 
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２ 総 人 制 第 9 4 6 号  

令 和 ３ 年 ３ 月 1 6 日  

 

東 京 都 人 事 委 員 会   殿 

 

 

                        東京都知事 

                          小 池 百 合 子 

（ 公 印 省 略 ）          

 

 

給料の特別調整額に関する規程の一部改正について（申請） 

 

 このことについて、組織改正に伴い、職員の給与に関する条例（昭和 26年東京都条例第 75号）

第９条の２第３項において準用する同条例第９条第３項の規定に基づき、承認方申請します。 

 

 

記 

 

 

１ 改正する規程 

 給料の特別調整額に関する規程（昭和 32年東京都訓令甲第 10号） 

 

２ 改正の理由 

組織改正に伴い、所要の改正を行う必要があるため 

 

３ 改正案文 

別添のとおり 
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２ 総 人 制 第 9 4 6 号  

令 和 ３ 年 ３ 月 16 日  

 

東 京 都 人 事 委 員 会   殿 

 

 

                          東京都知事 

                            小 池 百 合 子 

                            （ 公 印 省 略 ） 

 

 

会計年度任用職員に関する規則の一部改正について（申請） 

 

 

 このことについて、組織改正に伴い、職員の採用・昇任等に関する一般基準（昭和 61 年３月

26 日東京都人事委員会決定）に基づき、承認方申請します。 

 

 

記 

 

 

１ 改正する規則 

 会計年度任用職員の任用等に関する規則（平成 27 年東京都規則第７号） 

 

２ 改正の理由 

組織改正に伴い、所要の改正を行う必要があるため 

 

３ 改正案文 

別添のとおり 
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２ 総 人制 第 891 号 

令和３年３月 16 日 

東京都人事委員会 殿 

東 京 都 知 事  

小 池  百 合 子 

（ 公 印 省 略 ） 

東京都職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部改正について（申請） 

標記の件について、東京都職員の特殊勤務手当に関する条例（平成９年東京都条例第 12号）の一

部改正に伴い、下記のとおり規則を改正する必要があるので、改正後の同条例第６条第２項、第 45

条及び附則第３項の規定に基づき承認方申請します。 

記 

１ 改正する規則 

東京都職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則（平成９年東京都規則第 51号） 

２ 改正案文 

  別紙のとおり 
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２ 総 人 制 第 9 5 0 号  

令 和 ３ 年 ３ 月 1 6 日  

  

東京都人事委員会 殿 

 

 

東 京 都 知 事        

              小 池  百 合 子 

（ 公 印 省 略 ）        

 

警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部改正について（申請） 

 

 標記の件について、下記のとおり改正を行う必要があるので、警視庁職員の特殊勤務手当に関す

る条例（平成９年東京都条例第 44号）第 29条の規定に基づき承認方申請します。 

 

記 

 

１ 改正する規則 

  警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則（平成９年東京都規則第 52号） 

 

２ 改正理由 

新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえた爆発物等処理手当の引上げ及び組織改正に伴

い、所要の改正を行う必要があるため 

 

３ 改正案文 

  別紙のとおり 
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２東消人職第１２２１号 

令 和 ３ 年 ３ 月 １ ７ 日 

 

東 京 都 人 事 委 員 会 殿 

 

東 京 都 知 事 

小  池  百 合 子 

                          （ 公 印 省 略 ） 

 

 

東京消防庁職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部改正について 

（申請） 

 

 

標記の件について、下記のとおり東京消防庁職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則

（平成９年東京都規則第５３号）を改正する必要があるので、東京消防庁職員の特殊勤務

手当に関する条例（平成９年東京都条例第４７号）第２１条の規定に基づき、承認方申請

します。 

 

                   記 

 

１ 改正する規則 

東京消防庁職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則（平成９年東京都規則第５３号） 

 

２ 改正案文 

別紙のとおり 
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２ 総 人 制 第 9 6 2 号  

令和３年３月 16 日  

 

東京都人事委員会   殿 

 

 

東 京 都 知 事        

              小 池  百 合 子  

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

 非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則の一部改正について（申請） 

 

 

標記の件について、下記のとおり非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規

則（平成 27 年東京都規則第８号）を改正する必要があるので、非常勤職員の報酬、費用弁償及び期

末手当に関する条例（昭和 31年東京都条例第 56号）第２条第４項、第５条第４項及び第６条の規

定に基づき承認方申請します。 

 

記 

 

１ 改正する規則 

 非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則（平成 27年東京都規則第８号） 

  

 ２ 改正の理由 

   新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえ、第一種報酬の特例に関する規定を改めるほか、

所要の改正を行う必要があるため 

 

３ 改正案文 

  別紙のとおり 

 

18



       ２ 教 人 勤 第 2 9 4号 

 令和３年３月１５日 

 東 京 都 人 事 委 員 会  殿 

 

東 京 都 教 育 委 員 会 

（  公  印  省  略  ）  

 

 

管理職手当支給に関する規則等の改正について（申請）  

 

このことについて、都立小学校の設置等に伴い、別紙のとおり諸規定を整備する

必要があるので、学校職員の給与に関する条例（昭和 31年東京都条例第 68号）第 11

条の２第２項等の規定に基づき承認方申請します。  
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　別紙

名　　　称 番号 根拠規定 備考

管理職手当支給に関する規則の一部を
改正する規則

教委規則
第　号

学校職員の給与に関する条例第11条の
2第2項

承認申請

学校職員の特殊勤務手当に関する条
例施行規則の一部を改正する規則

教委規則
第　号

学校職員の特殊勤務手当に関する条例
第21条

承認申請

へき地手当等に関する規則の一部を改
正する規則

教委規則
第　　号

学校職員の給与に関する条例第15条の
2第1項及び第3項

承認申請

20



２ 教 人 勤 第 ２ ９ ２ 号 

令 和 ３ 年 ３ 月 １ ５ 日 

東 京 都 人 事 委 員 会 殿 

東 京 都 教 育 委 員 会 

 （公 印 省 略） 

都立学校等に勤務する時間講師に関する規則等の一部改正について（申請） 

 このことについて、東京都立立川国際中等教育学校附属小学校の設置に伴い、下記のとおり規

則を改正する必要があるため、都立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例（昭和 49年東京

都条例第 30号）第 14条の規定に基づき、承認方申請します。 

記 

１ 改正する規則 

（１） 都立学校等に勤務する時間講師に関する規則（昭和 49年東京都教育委員会規則第 24号） 

（２） 都立学校等に勤務する日勤講師に関する規則（平成 19年東京都教育委員会規則第 60号） 

２ 改正案文 

別添のとおり 
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２ 総 人 制 第 952 号 

令和３年３月１６日 

 

 

東京都人事委員会 殿 

 

 

東京都知事 

 小 池  百 合 子 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

人事委員会承認事項の規定整備について (申請) 

 

 

今回の組織改正に伴い、下記のとおり承認事項を改正したいので、職員の勤勉手当に関す

る規則（昭和 54 年東京都規則第 28 号）第３条の４第１項及び初任給調整手当に関する規則

（昭和 38年東京都人事委員会規則第１号）第 10条の規定に基づき申請いたします。 

 

記 

 

１ 改正対象 

（１）成績率の運用に関する要綱の制定について（平成 15年３月 25日付 14人委任第 216号

承認）【別紙１】 

（２）保健所等において保健衛生行政に従事する医師・歯科医師に対する初任給調整手当の

取扱いについて（平成 28年３月 24日付 27人委任第 172号承認）【別紙２】 

 

２ 適用年月日 

（１）別紙１について 

令和３年６月に支給する勤勉手当から適用する。 

（２）別紙２について 

令和３年４月１日 
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2 教総総第 2520 号 

令和 3 年 3 月 11 日 

 

東京都人事委員会 殿 

 

東京都教育委員会 

  （公印省略） 

 

 

東京都職員共済組合の議員選挙の実施に伴う職員の職務専念義務の 

免除及び給与減額免除の取扱いの廃止について（申請） 

 

 

 このことについて、下記のとおり、取扱いを廃止することとしたいので、申請し

ます。 

 

 

１ 廃止する同意・承認事項 

  東京都職員共済組合の議員選挙の実施に伴う職員の職務専念義務の免除及び給 

与減額免除の取扱いについて（申請） 

  （昭和 49年 10月 31日付 49人委第 1119号承認） 

 

 

２ 廃止理由 

  令和３年４月から、教育委員会職員の加入共済組合が公立学校共済組合に統一

され、東京都職員共済組合の加入対象者がいなくなるため 

   

 

３ 廃止年月日 

  令和３年３月 31日 
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２教総総第２５２１号 

令和３年３月１１日 

 

東京都人事委員会 殿 

 

東 京 都 教 育 委 員 会 

（公 印 省 略） 

 

 

 

「人間ドックの受診に係る職員の職務専念義務の免除及び 

給与減額の免除について」の一部改正について（協議・申請） 

 

 

このことについて、下記のとおり改正したいので、「職員の職務に専念する義務の免除に関する規則」

（昭和 27年東京都人事委員会規則第１号）第３条の規定に基づき、意見を求めます。 

また、給与の減額の免除についても、「任命権者が職員の給与の減額を免除することのできる場

合の基準」（昭和 27 年東京都人事委員会規則第３号）別表第 14 号及び「学校職員の給与の減額を

免除することのできる場合の基準に関する規則」(昭和 31 年東京都教育委員会規則第 23 号)別表第

15 号に基づき、併せて申請します。 

 

 

                    記 

 

 

１ 改正部分 

 別紙のとおり 

 

２ 改正理由 

令和３年４月から、教育委員会職員の加入共済組合が公立学校共済組合に統一され、東京都職員

共済組合の加入対象者がいなくなるため 

 

３ 改正年月日 

令和３年４月１日 
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                          ２総人人第２１９５号 

                           令 和 ３ 年 ３ 月 １ １ 日 

 

東京都人事委員会 殿 

 

東京都知事 

                          小 池  百 合 子 

（ 公 印 省 略 ） 

 

「会計年度任用職員の職務専念義務の免除及び報酬減額の  

免除について」の一部改正について（申請）  

 

                    

標記の件について、下記のとおり改正したいので、非常勤職員の報酬、費用弁償

及び期末手当に関する条例施行規則（平成27年東京都規則第８号）第15条第２項第

４号に規定する任命権者が職員の給与の減額を免除することのできる場合の基準

（昭和27年東京都人事委員会規則第３号）第２条別表第14項の規定による承認を得

たく、申請します。 

 

記 

１ 改正部分 

  別紙のとおり 

 

２ 改正理由 

  職員の妊娠・出産と仕事の両立を支援する観点から、所要の改正を行う必要が

あるため。 

 

３ 改正年月日 

  令和３年４月１日 

25



 

 

                          ２ 議 総 第 ９ １ １ 号 

                           令 和 ３ 年 ３ 月 １ １ 日 

 

東京都人事委員会 殿 

 

東京都議会議長  

                          石川 良一 

                           （公印省略） 

 

「会計年度任用職員の職務専念義務の免除及び報酬減額の  

免除について」の一部改正について（申請）  

 

                    

標記の件について、下記のとおり改正したいので、非常勤職員の報酬、費用弁償

及び期末手当に関する条例施行規則（平成27年東京都規則第８号）第15条第２項第

４号に規定する任命権者が職員の給与の減額を免除することのできる場合の基準

（昭和27年東京都人事委員会規則第３号）第２条別表第14項の規定による承認を得

たく、申請します。 

 

記 

１ 改正部分 

  別紙のとおり 

 

２ 改正理由 

  職員の妊娠・出産と仕事の両立を支援する観点から、所要の改正を行う必要が

あるため。 

 

３ 改正年月日 

  令和３年４月１日 
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                          ２ 監 総 第 9 7 3 号 

                           令 和 ３ 年 ３ 月 1 1 日 

 

東京都人事委員会 殿 

 

東京都代表監査委員  

                          茂 垣 之 雄 

                         （公 印 省 略） 

 

「会計年度任用職員の職務専念義務の免除及び報酬減額の  

免除について」の一部改正について（申請）  

 

                    

標記の件について、下記のとおり改正したいので、非常勤職員の報酬、費用弁償

及び期末手当に関する条例施行規則（平成27年東京都規則第８号）第15条第２項第

４号に規定する任命権者が職員の給与の減額を免除することのできる場合の基準

（昭和27年東京都人事委員会規則第３号）第２条別表第14項の規定による承認を得

たく、申請します。 

 

記 

１ 改正部分 

  別紙のとおり 

 

２ 改正理由 

  職員の妊娠・出産と仕事の両立を支援する観点から、所要の改正を行う必要が

あるため。 

 

３ 改正年月日 

  令和３年４月１日 
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                          ２ 選 総 第 １ ２ ３ ２ 号 

                           令 和 ３ 年 ３ 月 １ １ 日 

 

東京都人事委員会 殿 

 

       東京都選挙管理委員会        

               委 員 長  澤 野 正 明  

                （ 公 印 省 略 ）  

  

「会計年度任用職員の職務専念義務の免除及び報酬減額の 

免除について」の一部改正について（申請） 

 

                    

標記の件について、下記のとおり改正したいので、非常勤職員の報酬、費用弁償

及び期末手当に関する条例施行規則（平成27年東京都規則第８号）第15条第２項第

４号に規定する任命権者が職員の給与の減額を免除することのできる場合の基準

（昭和27年東京都人事委員会規則第３号）第２条別表第14項の規定による承認を得

たく、申請します。 

 

記 

１ 改正部分 

  別紙のとおり 

 

２ 改正理由 

  職員の妊娠・出産と仕事の両立を支援する観点から、所要の改正を行う必要が

あるため。 

 

３ 改正年月日 

  令和３年４月１日 
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                          ２ 人 委 総 第 1 0 7 5 号 

                           令 和 ３ 年 ３ 月 1 1 日 

 

東京都人事委員会 殿 

 

東京都人事委員会 

                         委員長  青山 佾 

                        （ 公 印 省 略 ） 

 

 

「会計年度任用職員の職務専念義務の免除及び報酬減額の 

免除について」の一部改正について（申請） 

 

                    

標記の件について、下記のとおり改正したいので、非常勤職員の報酬、費用弁償

及び期末手当に関する条例施行規則（平成27年東京都規則第８号）第15条第２項第

４号に規定する任命権者が職員の給与の減額を免除することのできる場合の基準

（昭和27年東京都人事委員会規則第３号）第２条別表第14項の規定による承認を得

たく、申請します。 

 

記 

１ 改正部分 

  別紙のとおり 

 

２ 改正理由 

  職員の妊娠・出産と仕事の両立を支援する観点から、所要の改正を行う必要が

あるため。 

 

３ 改正年月日 

  令和３年４月１日 
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                          監 . 警 . 給 . 支 ２ 第 １ ３ ３ ７ 号 

                           令 和 ３ 年 ３ 月 １ １ 日 

 

東京都人事委員会 殿 

 

   警 視 総 監 

                          斉  藤   実 

 

「会計年度任用職員の職務専念義務の免除及び報酬減額の  

免除について」の一部改正について（申請）  

 

                    

標記の件について、下記のとおり改正したいので、非常勤職員の報酬、費用弁償

及び期末手当に関する条例施行規則（平成２７年東京都規則第８号）第１５条第２

項第４号に規定する任命権者が職員の給与の減額を免除することのできる場合の

基準（昭和２７年東京都人事委員会規則第３号）第２条別表第１４項の規定による

承認を得たく、申請します。 

 

記 

１ 改正部分 

  別紙のとおり 

 

２ 改正理由 

  職員の妊娠・出産と仕事の両立を支援する観点から、所要の改正を行う必要が

あるため。 

 

３ 改正年月日 

  令和３年４月１日 
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                           ２人人第２１２９号 

                            令和３年３月１１日 

 

東京都人事委員会 殿 

 

東京消防庁       

消防総監 安藤 俊雄 

（ 公 印 省 略 ）  

 

「会計年度任用職員の職務専念義務の免除及び報酬減額の 

免除について」の一部改正について（申請） 

 

                    

このことについて、下記のとおり改正したいので、非常勤職員の報酬、費用弁償

及び期末手当に関する条例施行規則（平成27年東京都規則第８号）第15条第２項第

４号に規定する任命権者が職員の給与の減額を免除することのできる場合の基準

（昭和27年東京都人事委員会規則第３号）第２条別表第14項の規定による承認を得

たく、申請します。 

 

記 

１ 改正部分 

  別紙のとおり 

 

２ 改正理由 

  職員の妊娠・出産と仕事の両立を支援する観点から、所要の改正を行う必要が

あるため。 

 

３ 改正年月日 

  令和３年４月１日 
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２教総総第２５１３号  

令和３年３月１１日  

 

東京都人事委員会 殿 

 

東京都教育委員会 

                           （公 印 省 略） 

 

 

「会計年度任用職員の職務専念義務の免除及び報酬減額の 

免除について」の一部改正について（協議・申請） 

 

 

このことについて、下記のとおり改正したいので、職員の職務に専念する義

務の免除に関する規則（昭和２７年東京都人事委員会規則第１号）第３条の規

定に基づき、意見を求めます。 

また、報酬の減額の免除について、非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手

当に関する条例施行規則（平成２７年東京都規則第８号）第１５条第２項第４

号に規定する任命権者が職員の給与の減額を免除することのできる場合の基

準（昭和２７年東京都人事委員会規則第３号）第２条別表第１４項の規定によ

る承認を得たく、申請します。 

 

記 

 

１ 改正部分 

  別紙のとおり 

 

２ 改正理由 

  職員の妊娠・出産と仕事の両立を支援する観点等から、所要の改正を行う

必要があるため。 

 

３ 改正年月日 

  令和３年４月１日 

32



 

２教人勤第３２１号  

  令和３年３月１１日  

 

東京都人事委員会 殿 

 

東京都教育委員会 

                           （公 印 省 略） 

 

 

「時間講師及び日勤講師の職務専念義務の免除及び報酬 

の減額免除について」の一部改正について（協議・申請） 

 

 

このことについて、下記のとおり改正したいので、職員の職務に専念する義

務の免除に関する規則（昭和２７年東京都人事委員会規則第１号）第３条の規

定に基づき、意見を求めます。 

また、報酬の減額の免除について、都立学校等に勤務する時間講師に関する

規則（昭和４９年東京都教育委員会規則第２４号）第２３条の３第１項及び都

立学校等に勤務する日勤講師に関する規則（平成１９年東京都教育委員会規則

第６０号）第２９条第１項に規定する学校職員の給与の減額を免除することの

できる場合の基準に関する規則（昭和３１年東京都教育委員会規則第２３号）

別表第１５号の承認を得たく、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１ 改正部分 

  別紙のとおり 

 

２ 改正理由 

  職員の妊娠・出産と仕事の両立を支援する観点等から、所要の改正を行う

必要があるため。 

 

３ 改正年月日 

  令和３年４月１日 

33
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～ 目 次 ～ 

Ⅱ 東京都規則等の一部改正 

１ 給料の特別調整額に関する規程の一部改正（知事）（２頁） 

２ 会計年度任用職員の任用等に関する規則の一部を改正する規則（４頁） 

３ 東京都職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則（５頁） 

４ 警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則（７頁） 

５ 東京消防庁職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則（９頁） 

６ 非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

（11頁） 

７ 管理職手当支給に関する規則の一部を改正する規則（14頁） 

８ 学校職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則（16頁） 

９ 都立学校等に勤務する時間講師に関する規則の一部を改正する規則（18頁） 

10 都立学校等に勤務する日勤講師に関する規則の一部を改正する規則（20頁） 

11 へき地手当等に関する規則の一部を改正する規則（22頁） 

規 則 等 改 正 案 文 一 覧 

別添２ 
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東

京

都

訓

令

第

号

庁

中

一

般

支

庁

事

業

所

収

用

委

員

会

事

務

局

労

働

委

員

会

事

務

局

給

料

の

特

別

調

整

額

に

関

す

る

規

程

（

昭

和

三

十

二

年

東

京

都

訓

令

甲

第

十

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

令

和

三

年

月

日

東

京

都

知

事

小

池

百

合

子

別

表

第

一

本

庁

行

政

機

関

及

び

地

方

行

政

機

関

の

項

中

「

、

戦

略

政

策

情

報

推

進

本

部

」

を

削

り

、

「

 

都

民

安

全

推

進

本

部

の

課

長

（

総

務

課

長

を

除

く

。
）

戦

略

政

策

情

報

推

進

本

部

の

課

長

（

総

務

課

長

を

除

く

。
）

 

」

を

「

 

都

民

安

全

推

進

本

部

の

課

長

（

総

務

課

長

を

除

く

。
） 

」

 
に

、

2



 

「

 

 

都

民

安

全

推

進

本

部

の

担

当

課

長

 

戦

略

政

策

情

報

推

進

本

部

の

担

当

課

長

 

 」

 

を

 

「

 

都

民

安

全

推

進

本

部

の

担

当

課

長

 

」

 

に

改

め

る

。

 
附

 

則

 

 

こ

の

訓

令

は

、

令

和

三

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

3



会

計

年

度

任

用

職

員

の

任

用

等

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 
会

計

年

度

任

用

職

員

の

任

用

等

に

関

す

る

規

則

（

平

成

二

十

七

年

東

京

都

規

則

第

七

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 

第

二

条

第

二

号

中

「

、

戦

略

政

策

情

報

推

進

本

部

長

」

を

削

る

。

 

附

 

則

 

こ

の

規

則

は

、

令

和

三

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

4



東

京

都

職

員

の

特

殊

勤

務

手

当

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 
東

京

都

職

員

の

特

殊

勤

務

手

当

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

（

平

成

九

年

東

京

都

規

則

第

五

十

一

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

附

則

第

二

項

中

「

令

和

二

年

東

京

都

条

例

第

六

十

二

号

」

を

「

令

和

三

年

東

京

都

条

例

●

●

号

」

に

改

め

、

同

項

第

一

号

中

「

三

千

円

」

を

「

五

千

円

」

に

改

め

、

同

項

第

二

号

中

「

二

千

円

」

を

「

三

千

円

」

に

改

め

る

。

 

附

 

則

 

（

施

行

期

日

等

）

 
 

１

 

こ

の

規

則

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

し

、

こ

の

規

則

に

よ

る

改

正

後

の

東

京

都

職

員

の

特

殊

勤

務

手

当

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

（

以

下

「

改

正

後

の

規

則

」

と

い

う

。

）

附

則

第

二

項

の

規

定

は

、

令

和

三

年

一

月

八

日

（

以

下

「

適

用

日

」

と

い

う

。

）

か

ら

適

用

す

る

。

 

（

経

過

措

置

）

 
 

２

 

適

用

日

前

に

こ

の

規

則

に

よ

る

改

正

前

の

東

京

都

職

員

の

特

殊

勤

務

手

当

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

（

以

下

「

改

正

前

の

規

則

」

と

い

う

。

）

に

規

定

す

る

業

務

に

従

事

し

た

こ

と

に

よ

り

支

給

す

る

こ

と

と

な

っ

た

特

殊

勤

務

手

当

で

、

適

用

日

以

後

に

支

給

す

る

も

の

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。
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（

二

暦

日

に

わ

た

る

勤

務

の

取

扱

い

）

 
 

３

 
改

正

後

の

規

則

の

規

定

は

、

二

暦

日

に

わ

た

る

勤

務

に

あ

っ

て

は

、

適

用

日

以

後

に

始

ま

る

勤

務

か

ら

適

用

し

、

適

用

日

前

か

ら

始

ま

る

勤

務

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。

 

（

防

疫

等

業

務

手

当

の

内

払

）

 

４

 

改

正

前

の

規

則

附

則

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

読

み

替

え

て

適

用

さ

れ

る

改

正

前

の

規

則

の

規

定

に

よ

り

防

疫

等

業

務

手

当

を

支

給

さ

れ

た

職

員

で

、

改

正

後

の

規

則

附

則

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

読

み

替

え

て

適

用

さ

れ

る

改

正

後

の

規

則

の

規

定

に

よ

る

防

疫

等

業

務

手

当

の

支

給

を

受

け

る

こ

と

と

な

る

も

の

に

つ

い

て

は

、

改

正

前

の

規

則

附

則

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

読

み

替

え

て

適

用

さ

れ

る

改

正

前

の

規

則

の

規

定

に

よ

り

支

給

さ

れ

た

防

疫

等

業

務

手

当

は

、

改

正

後

の

規

則

附

則

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

読

み

替

え

て

適

用

さ

れ

る

改

正

後

の

規

則

の

規

定

に

よ

る

防

疫

等

業

務

手

当

の

内

払

と

み

な

す

。
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警

視

庁

職

員

の

特

殊

勤

務

手

当

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 

 

警

視

庁

職

員

の

特

殊

勤

務

手

当

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

（

平

成

九

年

東

京

都

規

則

第

五

十

二

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 

附

則

第

五

項

第

一

号

中

「

三

千

円

」

を

「

五

千

円

」

に

改

め

、

同

項

第

二

号

中

「

二

千

円

」

を

「

三

千

円

」

に

改

め

る

。
 

 

附

則

第

六

項

中

「

東

京

都

職

員

の

特

殊

勤

務

手

当

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

（

令

和

二

年

東

京

都

条

例

第

六

十

二

号

）

に

よ

る

改

正

後

の

」

を

削

る

。

 

 

別

表

１

の

部

⑴

の

項

イ

中

「

外

事

第

三

課

」

の

下

に

「

、

外

事

第

四

課

」

を

加

え

る

。

 

 
 

 

附

 

則

 

（

施

行

期

日

等

）

 

１

 

こ

の

規

則

は

、

令

和

三

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

た

だ

し

、

附

則

第

五

項

第

一

号

及

び

第

二

号

並

び

に

附

則

第

六

項

の

改

正

規

定

並

び

に

次

項

か

ら

附

則

第

四

項

ま

で

の

規

定

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

２

 

前

項

た

だ

し

書

に

掲

げ

る

改

正

規

定

に

よ

る

改

正

後

の

警

視

庁

職

員

の

特

殊

勤

務

手

当

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

（

以

下

「

改

正

後

の

規

則

」

と

い

う

。

）

附

則

第

五

項

の

規

定

は

、

令

和

三

年

一

月

八

日

（

以

下

「

適

用

日

」

と

い

う

。

）

か

ら

適

用

す

る

。
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（

経

過

措

置

）

 

３

 
適

用

日

前

に

附

則

第

一

項

た

だ

し

書

に

掲

げ

る

改

正

規

定

に

よ

る

改

正

前

の

警

視

庁

職

員

の

特

殊

勤

務

手

当

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

（

以

下

「

改

正

前

の

規

則

」

と

い

う

。

）

に

規

定

す

る

業

務

に

従

事

し

た

こ

と

に

よ

り

支

給

す

る

こ

と

と

な

っ

た

特

殊

勤

務

手

当

で

、

適

用

日

以

後

に

支

給

す

る

も

の

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。

 

（

爆

発

物

等

処

理

手

当

の

内

払

）

 

４

 

改

正

前

の

規

則

附

則

第

五

項

の

規

定

に

よ

り

爆

発

物

等

処

理

手

当

を

支

給

さ

れ

た

職

員

で

、

改

正

後

の

規

則

附

則

第

五

項

の

規

定

に

よ

り

爆

発

物

等

処

理

手

当

の

支

給

を

受

け

る

こ

と

と

な

る

も

の

に

つ

い

て

は

、

改

正

前

の

規

則

附

則

第

五

項

の

規

定

に

よ

り

支

給

さ

れ

た

爆

発

物

等

処

理

手

当

は

、

改

正

後

の

規

則

附

則

第

五

項

の

規

定

に

よ

る

爆

発

物

等

処

理

手

当

の

内

払

と

み

な

す

。
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東

京

消

防

庁

職

員

の

特

殊

勤

務

手

当

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則
 

東

京

消

防

庁

職

員

の

特

殊

勤

務

手

当

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

（

平

成

九

年

東

京

都

規

則

第

五

十

三

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

附

則

第

五

項

第

一

号

中

「

三

千

円

」

を

「

五

千

円

」

に

改

め

、

同

項

第

二

号

中

「

二

千

円

」

を

「

三

千

円

」

に

改

め

る

。

 

附

則

第

六

項

中

「

東

京

都

職

員

の

特

殊

勤

務

手

当

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

（

令

和

二

年

東

京

都

条

例

第

六

十

二

号

）

に

よ

る

改

正

後

の

」

を

削

る

。

 

附

 

則

 

１

 

こ

の

規

則

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

し

、

こ

の

規

則

に

よ

る

改

正

後

の

東

京

消

防

庁

職

員

の

特

殊

勤

務

手

当

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則
（

以

下
「

改

正

後

の

規

則

」
と

い

う

。
）
附

則

第

五

項

の

規

定

は

、

令

和

三

年

一

月

八

日

（

以

下

「

適

用

日

」

と

い

う

。
）

か

ら

適

用

す

る

。

 

２

 

適

用

日

前

に

こ

の

規

則

に

よ

る

改

正

前

の

東

京

消

防

庁

職

員

の

特

殊

勤

務

手

当

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

（

以

下

「

改

正

前

の

規

則

」

と

い

う

。
）

に

規

定

す

る

業

務

に

従

事

し

た

こ

と

に

よ

り

支

給

す

る

こ

と

と

な

っ

た

特

殊

勤

務

手

当

で

、

適

用

日

以

後

に

支

給

す

る

も

の

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。
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３

 

改

正

前

の

規

則

附

則

第

五

項

の

規

定

に

よ

り

出

動

手

当

を

支

給

さ

れ

た

職

員

で

、

改

正

後

の

規

則

附

則

第

五

項

の

規

定

に

よ

り

出

動

手

当

の

支

給

を

受

け

る

こ

と

と

な

る

も

の

に

つ

い

て

は

、

改

正

前

の

規

則

附

則

第

五

項

の

規

定

に

よ

り

支

給

さ

れ

た

出

動

手

当

は

、

改

正

後

の

規

則

附

則

第

五

項

の

規

定

に

よ

る

出

動

手

当

の

内

払

と

み

な

す

。

 

10



非

常

勤

職

員

の

報

酬

、

費

用

弁

償

及

び

期

末

手

当

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

 

改

正

す

る

規

則

 

非

常

勤

職

員

の

報

酬

、

費

用

弁

償

及

び

期

末

手

当

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

（

平

成

二

十

七

年

東

京

都

規

則

第

八

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 

第

十

五

条

第

二

項

中

「

の

各

号

」

を

削

り

、

第

四

号

を

第

六

号

と

し

、

第

三

号

を

第

五

号

と

し

、

第

二

号

を

第

四

号

と

し

、

第

一

号

の

次

に

次

の

二

号

を

加

え

る

。

 

 

二

 

勤

務

時

間

条

例

第

十

九

条

第

二

項

又

は

学

校

職

員

勤

務

時

間

条

例

第

二

十

条

の

二

の

規

定

に

よ

り

母

子

保

健

健

診

休

暇

を

承

認

さ

れ

て

い

る

場

合

 

三

 

勤

務

時

間

条

例

第

十

九

条

第

二

項

又

は

学

校

職

員

勤

務

時

間

条

例

第

二

十

条

の

二

の

規

定

に

よ

り

妊

婦

通

勤

時

間

を

承

認

さ

れ

て

い

る

場

合

 

第

十

九

条

第

二

項

第

三

号

中

「

第

十

五

条

第

二

項

第

四

号

」

を

「

第

十

五

条

第

二

項

第

六

号

」

に

改

め

る

。

 

附

則

第

二

項

第

一

号

中

「

三

千

円

」

を

「

五

千

円

」

に

改

め

、

同

項

第

二

号

中

「

二

千

円

」

を

「

三

千

円

」

に

改

め

、

同

項

第

三

号

中

「

三

千

円

」

を

「

五

千

円

」

に

改

め

、

同

項

第

四

号

及

び

第

五

号

中

「

二

千

円

」

を

「

三

千

円

」

に

改

め

る

。

 

附

則

第

五

項

中

「

東

京

都

職

員

の

特

殊

勤

務

手

当

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

（

令

和

11



二

年

東

京

都

条

例

第

六

十

二

号

）

に

よ

る

改

正

後

の

」

を

削

る

。

 

附
 

則

 

（

施

行

期

日

等

）

 
 

１

 

こ

の

規

則

は

、

令

和

三

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

た

だ

し

、

附

則

第

二

項

第

一

号

か

ら

第

五

号

ま

で

及

び

附

則

第

五

項

の

改

正

規

定

並

び

に

次

項

か

ら

附

則

第

五

項

ま

で

の

規

定

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

２

 

前

項

た

だ

し

書

に

掲

げ

る

改

正

規

定

に

よ

る

改

正

後

の

非

常

勤

職

員

の

報

酬

、

費

用

弁

償

及

び

期

末

手

当

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

(

以

下

「

改

正

後

の

規

則

」

と

い

う

。

)

附

則

第

二

項

第

一

号

か

ら

第

五

号

ま

で

の

規

定

は

、

令

和

三

年

一

月

八

日

（

以

下

「

適

用

日

」

と

い

う

。
）

か

ら

適

用

す

る

。

 

（

経

過

措

置

）

 
 

３

 

適

用

日

前

に

附

則

第

一

項

た

だ

し

書

に

掲

げ

る

改

正

規

定

に

よ

る

改

正

前

の

非

常

勤

職

員

の

報

酬

、

費

用

弁

償

及

び

期

末

手

当

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

(

以

下

「

改

正

前

の

規

則

」

と

い

う

。

)

附

則

第

二

項

各

号

に

規

定

す

る

業

務

に

従

事

し

た

こ

と

に

よ

り

支

給

す

る

こ

と

と

な

っ

た

給

与

条

例

第

十

三

条

に

規

定

す

る

特

殊

勤

務

手

当

に

相

当

す

る

報

酬

で

、
適

用

日

以

後

に

支

給

す

る

も

の

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。

 

（

二

暦

日

に

わ

た

る

勤

務

の

取

扱

い

）

 
 

12



４

 
改

正

後

の

規

則

附

則

第

二

項

第

一

号

及

び

第

二

号

の

規

定

は

、

二

暦

日

に

わ

た

る

勤

務

に

あ

っ

て

は

、

適

用

日

以

後

に

始

ま

る

勤

務

か

ら

適

用

し

、

適

用

日

前

か

ら

始

ま

る

勤

務

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。

 

（

給

与

条

例

第

十

三

条

に

規

定

す

る

特

殊

勤

務

手

当

に

相

当

す

る

報

酬

の

内

払

）

 

５

 

改

正

前

の

規

則

附

則

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

給

与

条

例

第

十

三

条

に

規

定

す

る

特

殊

勤

務

手

当

に

相

当

す

る

報

酬

を

支

給

さ

れ

た

職

員

で

、

改

正

後

の

規

則

附

則

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

給

与

条

例

第

十

三

条

に

規

定

す

る

特

殊

勤

務

手

当

に

相

当

す

る

報

酬

を

受

け

る

こ

と

と

な

る

も

の

に

つ

い

て

は

、

改

正

前

の

規

則

附

則

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

支

給

さ

れ

た

給

与

条

例

第

十

三

条

に

規

定

す

る

特

殊

勤

務

手

当

に

相

当

す

る

報

酬

は

、

改

正

後

の

規

則

附

則

第

二

項

の

規

定

に

よ

る

給

与

条

例

第

十

三

条

に

規

定

す

る

特

殊

勤

務

手

当

に

相

当

す

る

報

酬

の

内

払

と

み

な

す

。
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管

理

職

手

当

支

給

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

 
令

和

三

年

三

月

三

十

一

日

 

東

京

都

教

育

委

員

会
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東

京

都

教

育

委

員

会

規

則

第

 
 

号

 

管

理

職

手

当

支

給

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 

管

理

職

手

当

支

給

に

関

す

る

規

則

（

昭

和

三

十

三

年

東

京

都

教

育

委

員

会

規

則

第

二

十

一

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 

別

表

第

一

中

「

都

立

の

」

の

下

に

「

小

学

校

、
」

を

加

え

る

。

 

附

 

則

 

こ

の

規

則

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

15



学

校

職

員

の

特

殊

勤

務

手

当

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

 
令

和

三

年

三

月

三

十

一

日

 

東

京

都

教

育

委

員

会

 

16



東

京

都

教

育

委

員

会

規

則

第

 
 

号

 

学

校

職

員

の

特

殊

勤

務

手

当

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 

学

校

職

員

の

特

殊

勤

務

手

当

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

（

平

成

九

年

東

京

都

教

育

委

員

会

規

則

第

十

二

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

別

表

第

一

 13
の

部

⑴

の

項

中

「

都

立

の

」

の

下

に

「

小

学

校

、
」

を

加

え

る

。

 

附

 

則

 

こ

の

規

則

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。
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都

立

学

校

等

に

勤

務

す

る

時

間

講

師

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

 
令

和

三

年

三

月

三

十

一

日

 

東

京

都

教

育

委

員

会

 

 
 

18



東

京

都

教

育

委

員

会

規

則

第

○

号

 

 
 

 
都

立

学

校

等

に

勤

務

す

る

時

間

講

師

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 

 

都

立

学

校

等

に

勤

務

す

る

時

間

講

師

に

関

す

る

規

則

（

昭

和

四

十

九

年

東

京

都

教

育

委

員

会

規

則

第

二

十

四

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 

第

一

条

及

び

第

二

条

中

「

都

立

の

」

の

下

に

「

小

学

校

、

」

を

加

え

る

。

 

 
 

 

附

 

則

 

 

こ

の

規

則

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

 

19



都

立

学

校

等

に

勤

務

す

る

日

勤

講

師

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

 
令

和

三

年

三

月

三

十

一

日

 

東

京

都

教

育

委

員

会
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東

京

都

教

育

委

員

会

規

則

第

○

号

 

 
 

 
都

立

学

校

等

に

勤

務

す

る

日

勤

講

師

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 

 

都

立

学

校

等

に

勤

務

す

る

日

勤

講

師

に

関

す

る

規

則

（

平

成

十

九

年

東

京

都

教

育

委

員

会

規

則

第

六

十

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 

第

一

条

及

び

第

二

条

中

「

都

立

の

」

の

下

に

「

小

学

校

、

」

を

加

え

る

。

 

 
 

 

附

 

則

 

 

こ

の

規

則

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。
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へ

き

地

手

当

等

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

 
令

和

三

年

三

月

三

十

一

日

 

東

京

都

教

育

委

員

会
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東

京

都

教

育

委

員

会

規

則

第

 
 

号

 

へ

き

地

手

当

等

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 

へ

き

地

手

当

等

に

関

す

る

規

則

（

昭

和

三

十

五

年

東

京

都

教

育

委

員

会

規

則

第

二

十

八

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

別

表

第

一

 
三

級

地

の

部

新

島

村

立

新

島

中

学

校

の

項

中
「

新

島

村

本

村

四

丁

目

七

番

一

号

」
を
「

新

島

村

本

村

四

丁

目

十

番

十

二

号

」

に

改

め

、

同

部

中

 

「

 

都

立

八

丈

高

等

学

校

 

八

丈

町

大

賀

郷

三

千

二

十

番

地

 

」

 

を

 

「

 

都

立

八

丈

高

等

学

校

 

都

立

青

鳥

特

別

支

援

学

校

八

丈

分

教

室

 

八

丈

町

大

賀

郷

三

千

二

十

番

地

 

八

丈

町

大

賀

郷

三

千

二

十

番

地

 
 

」

 

に

改

め

、

 

同

表

四

級

地

の

部

利

島

村

立

利

島

小

学

校

の

項

及

び

利

島

村

立

利

島

中

学

校

の

項

中

「

利

島

村

十

三

番

地

」

を

「

利

島

村

八

十

七

番

地

」

に

改

め

る

。
 

附

 

則

 

こ

の

規

則

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

た

だ

し

、

別

表

第

一

 

三

級

地

の

部

の

改

正

規

定

（

新

島

村

立

新

島

中

学

校

の

項

の

改

正

規

定

を

除

く

。
）

は

、

令

和

三

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。
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【別紙１】 

「成績率の運用に関する要綱の制定について」（平成15年３月25日付14人委任第216号承認）について、下記のとおり改正する。 

記 

改  正  案 現 行 

成績率の運用に関する要綱 

第１及び第２（現行のとおり） 

（用語の定義） 

第３ （現行のとおり） 

(1) から(10)まで （現行のとおり）

(11) 局長 組織規程第９条第１項に規定する局長並びに都民安全推進本部長、住宅

政策本部長、病院経営本部長、中央卸売市場長、収用委員会事務局長及び労働委員

会事務局長をいう。

(12) （現行のとおり）

第４から第２２まで （現行のとおり） 

成績率の運用に関する要綱 

第１及び第２ （略） 

（用語の定義） 

第３ （略） 

(1)から(10)まで （略） 

(11) 局長 組織規程第９条第１項に規定する局長並びに都民安全推進本部長、戦略

政策情報推進本部長、住宅政策本部長、病院経営本部長、中央卸売市場長、収用委

員会事務局長及び労働委員会事務局長をいう。

(12) （略）

第４から第２２まで （略） 

附 則 

この要綱は、令和３年６月に支給する勤勉手当から適用する。 

2
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別紙２ 

「保健所等において保健衛生行政に従事する医師・歯科医師に対する初任給調整手当の取扱いについて」（平成28年３月24日付27人委任第172号承認） 

について、下記のとおり改正する。 

記 

改  正  案 現 行 

１ 申請内容 

（現行のとおり） 

２ 適用年月日 

  令和３年４月１日 

３ 申請理由 

（現行のとおり） 

別紙 

別表 

対象となる職 適用する職 

（1）福祉保健局医療改革推進担当部長、福祉保

健局感染症危機管理担当部長、福祉保健局新型

コロナウイルス感染症対策担当部長、福祉保健

局東京感染症対策センター担当部長、健康安全

研究センター所長及び健康安全研究センター健

康情報解析担当部長の職で、保健衛生行政に従

事する医師・歯科医師の職 

人口が少ない市及び町村に

所在する公署に置かれる職

（規則第２条第１項第２号

の職） 

（2）から (8) まで （現行のとおり） 

１ 申請内容 

（略） 

２ 適用年月日 

  令和２年７月13日 

３ 申請理由 

（略） 

別紙 

別表 

対象となる職 適用する職 

（1）福祉保健局医療改革推進担当部長、福祉保

健局感染症危機管理担当部長、福祉保健局新型

コロナウイルス感染症対策担当部長、健康安全

研究センター所長及び健康安全研究センター健

康情報解析担当部長の職で、保健衛生行政に従

事する医師・歯科医師の職 

人口が少ない市及び町村に

所在する公署に置かれる職

（規則第２条第１項第２号

の職） 

（2）から (8) まで （略） 

3



2 教総総第 2520 号 

令和 3 年 3 月 11 日 

東京都人事委員会 殿 

東京都教育委員会 

 （公印省略） 

東京都職員共済組合の議員選挙の実施に伴う職員の職務専念義務の 

免除及び給与減額免除の取扱いの廃止について（申請） 

 このことについて、下記のとおり、取扱いを廃止することとしたいので、申請し

ます。 

１ 廃止する同意・承認事項 

  東京都職員共済組合の議員選挙の実施に伴う職員の職務専念義務の免除及び給 

与減額免除の取扱いについて（申請） 

  （昭和 49年 10月 31日付 49人委第 1119号承認） 

２ 廃止理由 

  令和３年４月から、教育委員会職員の加入共済組合が公立学校共済組合に統一

され、東京都職員共済組合の加入対象者がいなくなるため 

３ 廃止年月日 

  令和３年３月 31日 

4

教育委員会 



 「人間ドックの受診に係る職員の職務専念義務の免除及び給与減額の免除について」（平成８年３月 29日付７人委任第 226号同意・承認）の一部

を、下記のとおり改正する。 

記 

改 正  案 現  行 

  人間ドックの受診に係る職員の職務専念義務の免除及び給与減額の

免除について 

１ 事項 

 職員が、正規の勤務時間が割り振られている日（休日又は代休日を

除く。）に、公立学校共済組合東京支部が実施する人間ドック助成を

利用して、人間ドックを受診する場合 

２及び３  （現行のとおり） 

４ 実施時期 

  令和３年４月１日 

  人間ドックの受診に係る職員の職務専念義務の免除及び給与減額の

免除について 

１ 事項 

職員が、正規の勤務時間が割り振られている日（休日又は代休日を

除く。）に、東京都職員共済組合または公立学校共済組合東京支部が

実施する人間ドック助成を利用して、人間ドックを受診する場合 

２及び３  （略） 

４ 実施時期 

  平成２６年４月１日 

5
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別 紙 

「会計年度任用職員の職務専念義務の免除及び報酬減額の免除について」（平成27年３月24日付26人委任第175号同意・承認）の一部を下記のとおり改正する。 

記 

改 正 案 現 行 

会計年度任用職員の職務専念義務の免除及び報酬減額の免除について 

１から４まで （現行のとおり） 

５ 改正年月日 

令和３年４月１日 

【別表】 

項番 承認番号等 項 目 職務専念義務 報酬減額 

１から  

14まで
（現行のとおり） 

15 
９人委任 

第 224 号 

妊産婦である職員が休養を要する場合

の職務に専念する義務の免除及び給与

減額の免除について 

ア 妊娠中の休憩に関する措置に

係るもの 

妊娠中の職員で、医師又は助産

師の指導により休養又は補食

の必要があるとされた場合 

免除する 免除する 

イ 妊娠中又は出産後の症状等に

対応する措置に係るもの 

妊娠中及び出産後１年を経過

していない職員で、医師又は

助産師の指導により勤務時間

短縮の必要があるとされた場

合 

免除する 

免除する 

ただし、他の

規 定 に よ り

勤 務 し な い

こ と を 承 認

し て い る 時

間 と の 合 計

が、１日に４

時 間 を 超 え

ない場合で、

そ の 範 囲 内

で 承 認 さ れ

た も の に 限

る 

16から  

18まで  
（現行のとおり） 

会計年度任用職員の職務専念義務の免除及び報酬減額の免除について 

１から４まで （略） 

５ 改正年月日 

令和２年４月１日 

【別表】 

項番 承認番号等 項 目 職務専念義務 報酬減額 

１から  

14まで
（略） 

15 
９人委任 

第 224 号 

妊産婦である職員が休養を要する場合

の職務に専念する義務の免除及び給与

減額の免除について 

免除する 免除しない 

16から  

18まで  
（略） 

6
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別 紙 

「会計年度任用職員の職務専念義務の免除及び報酬減額の免除について」（平成27年３月24日付26人委任第175号同意・承認）の一部を下記のとおり改正する。  

記 

改 正 案  現 行  

会計年度任用職員の職務専念義務の免除及び報酬減額の免除について 

１から４まで （現行のとおり） 

５ 改正年月日 

令和３年４月１日 

【別表】 

項番 承認番号等 項 目 職務専念義務 報酬減額 

１から  

10まで
（現行のとおり） 

11 
９人委任 

第 224 号 

妊産婦である職員が休養を要する場合

の職務に専念する義務の免除及び給与

減額の免除について 

ア 妊娠中の休憩に関する措置に

係るもの 

妊娠中の職員で、医師又は助産

師の指導により休養又は補食

の必要があるとされた場合 

免除する 免除する 

イ 妊娠中又は出産後の症状等に

対応する措置に係るもの  

妊娠中及び出産後１年を経過

していない職員で、医師又は

助産師の指導により勤務時間

短縮の必要があるとされた場

合 

免除する 

免除する 

ただし、他の

規 定 に よ り

勤 務 し な い

こ と を 承 認

し て い る 時

間 と の 合 計

が、１日に４

時 間 を 超 え

ない場合で、

そ の 範 囲 内

で 承 認 さ れ

た も の に 限

る 

12から  

14まで  
（現行のとおり） 

会計年度任用職員の職務専念義務の免除及び報酬減額の免除について 

１から４まで （略） 

５ 改正年月日 

令和２年４月１日 

【別表】 

項番 承認番号等 項 目 職務専念義務 報酬減額 

１から  

10まで
（略） 

11 
９人委任 

第 224 号 

妊産婦である職員が休養を要する場合

の職務に専念する義務の免除及び給与

減額の免除について 

免除する 免除しない 

12から  

14まで  
（略） 

7
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「会計年度任用職員の職務専念義務の免除及び報酬減額の免除について」（平成27年３月24日付26人委任第175号同意・承認）の一部を下記のとおり改正する。  

記 

改 正 案  現 行  

会計年度任用職員の職務専念義務の免除及び報酬減額の免除について 

１から４まで （現行のとおり） 

５ 改正年月日 

令和３年４月１日 

【別表】 

項番 承認番号等 項 目 職務専念義務 報酬減額 

１から  

９まで
（現行のとおり） 

10 
９人委任 

第 224 号 

妊産婦である職員が休養を要する場合

の職務に専念する義務の免除及び給与

減額の免除について 

ア 妊娠中の休憩に関する措置に

係るもの 

妊娠中の職員で、医師又は助産

師の指導により休養又は補食

の必要があるとされた場合 

免除する 免除する 

イ 妊娠中又は出産後の症状等に

対応する措置に係るもの  

妊娠中及び出産後１年を経過

していない職員で、医師又は

助産師の指導により勤務時間

短縮の必要があるとされた場

合 

免除する 

免除する 

ただし、他の

規 定 に よ り

勤 務 し な い

こ と を 承 認

し て い る 時

間 と の 合 計

が、１日に４

時 間 を 超 え

ない場合で、

そ の 範 囲 内

で 承 認 さ れ

た も の に 限

る 

11から  

13まで  
（現行のとおり） 

会計年度任用職員の職務専念義務の免除及び報酬減額の免除について 

１から４まで （略） 

５ 改正年月日 

令和２年４月１日 

【別表】 

項番 承認番号等 項 目 職務専念義務 報酬減額 

１から  

９まで
（略） 

10 
９人委任 

第 224 号 

妊産婦である職員が休養を要する場合

の職務に専念する義務の免除及び給与

減額の免除について 

免除する 免除しない 

11から  

13まで  
（略） 

8

監  査

別 紙 



別 紙 

「会計年度任用職員の職務専念義務の免除及び報酬減額の免除について」（平成27年３月24日付26人委任第175号同意・承認）の一部を下記のとおり改正する。 

記 

改 正 案 現 行 

会計年度任用職員の職務専念義務の免除及び報酬減額の免除について 

１から４まで （現行のとおり） 

５ 改正年月日 

令和３年４月１日 

【別表】 

項番 承認番号等 項 目 職務専念義務 報酬減額 

１から  

９まで
（現行のとおり） 

10 
９人委任 

第 224 号 

妊産婦である職員が休養を要する場合

の職務に専念する義務の免除及び給与

減額の免除について 

ア 妊娠中の休憩に関する措置に

係るもの 

妊娠中の職員で、医師又は助産

師の指導により休養又は補食

の必要があるとされた場合 

免除する 免除する 

イ 妊娠中又は出産後の症状等に

対応する措置に係るもの 

妊娠中及び出産後１年を経過

していない職員で、医師又は

助産師の指導により勤務時間

短縮の必要があるとされた場

合 

免除する 

免除する 

ただし、他の

規 定 に よ り

勤 務 し な い

こ と を 承 認

し て い る 時

間 と の 合 計

が、１日に４

時 間 を 超 え

ない場合で、

そ の 範 囲 内

で 承 認 さ れ

た も の に 限

る 

11から  

13まで  
（現行のとおり） 

会計年度任用職員の職務専念義務の免除及び報酬減額の免除について 

１から４まで （略） 

５ 改正年月日 

令和２年４月１日 

【別表】 

項番 承認番号等 項 目 職務専念義務 報酬減額 

１から  

９まで
（略） 

10 
９人委任 

第 224 号 

妊産婦である職員が休養を要する場合

の職務に専念する義務の免除及び給与

減額の免除について 

免除する 免除しない 

11から  

13まで  
（略） 

9
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別 紙 

「会計年度任用職員の職務専念義務の免除及び報酬減額の免除について」（平成27年３月24日付26人委任第175号同意・承認）の一部を下記のとおり改正する。  

記 

改 正 案  現 行  

会計年度任用職員の職務専念義務の免除及び報酬減額の免除について 

１から４まで （現行のとおり） 

５ 改正年月日 

令和３年４月１日 

【別表】 

項番 承認番号等 項 目 職務専念義務 報酬減額 

１から  

９まで
（現行のとおり） 

10 
９人委任 

第 224 号 

妊産婦である職員が休養を要する場合

の職務に専念する義務の免除及び給与

減額の免除について 

ア 妊娠中の休憩に関する措置に

係るもの 

妊娠中の職員で、医師又は助産

師の指導により休養又は補食

の必要があるとされた場合 

免除する 免除する 

イ 妊娠中又は出産後の症状等に

対応する措置に係るもの  

妊娠中及び出産後１年を経過

していない職員で、医師又は

助産師の指導により勤務時間

短縮の必要があるとされた場

合 

免除する 

免除する 

ただし、他の

規 定 に よ り

勤 務 し な い

こ と を 承 認

し て い る 時

間 と の 合 計

が、１日に４

時 間 を 超 え

ない場合で、

そ の 範 囲 内

で 承 認 さ れ

た も の に 限

る 

11から  

13まで  
（現行のとおり） 

会計年度任用職員の職務専念義務の免除及び報酬減額の免除について 

１から４まで （略） 

５ 改正年月日 

令和２年４月１日 

【別表】 

項番 承認番号等 項 目 職務専念義務 報酬減額 

１から  

９まで
（略） 

10 
９人委任 

第 224 号 

妊産婦である職員が休養を要する場合

の職務に専念する義務の免除及び給与

減額の免除について 

免除する 免除しない 

11から  

13まで  
（略） 

10

人事委員会



別 紙 

「会計年度任用職員の職務専念義務の免除及び報酬減額の免除について」（平成27年３月24日付26人委任第175号同意・承認）の一部を下記のとおり改正する。  

記 

改 正 案  現 行  

会計年度任用職員の職務専念義務の免除及び報酬減額の免除について 

１から４まで （現行のとおり） 

５ 改正年月日 

令和３年４月１日 

【別表】 

項番 承認番号等 項 目 職務専念義務 報酬減額 

１から  

4まで
（現行のとおり） 

５ 
９人委任 

第 224 号 

妊産婦である職員が休養を要する場合

の職務に専念する義務の免除及び給与

減額の免除について 

ア 妊娠中の休憩に関する措置に

係るもの 

妊娠中の職員で、医師又は助産

師の指導により休養又は補食

の必要があるとされた場合 

免除する 免除する 

イ 妊娠中又は出産後の症状等に

対応する措置に係るもの  

妊娠中及び出産後１年を経過

していない職員で、医師又は

助産師の指導により勤務時間

短縮の必要があるとされた場

合 

免除する 

免除する 

ただし、他の

規 定 に よ り

勤 務 し な い

こ と を 承 認

し て い る 時

間 と の 合 計

が、１日に４

時 間 を 超 え

ない場合で、

そ の 範 囲 内

で 承 認 さ れ

た も の に 限

る 

６ （現行のとおり） 

会計年度任用職員の職務専念義務の免除及び報酬減額の免除について 

１から４まで （略） 

５ 改正年月日 

令和２年４月１日 

【別表】 

項番 承認番号等 項 目 職務専念義務 報酬減額 

１から  

4まで
（略） 

５ 
９人委任 

第 224 号 

妊産婦である職員が休養を要する場合

の職務に専念する義務の免除及び給与

減額の免除について 

免除する 免除しない 

６ （略） 

11

警視庁



別 紙 

「会計年度任用職員の職務専念義務の免除及び報酬減額の免除について」（平成27年３月24日付26人委任第175号同意・承認）の一部を下記のとおり改正する。 

記 

改 正 案 現 行 

会計年度任用職員の職務専念義務の免除及び報酬減額の免除について 

１から４まで （現行のとおり） 

５ 改正年月日 

令和３年４月１日 

【別表】 

項番 承認番号等 項 目 職務専念義務 報酬減額 

１から  

６まで
（現行のとおり） 

７ 
９人委任 

第 224 号 

妊産婦である職員が休養を要する場合

の職務に専念する義務の免除及び給与

減額の免除について 

ア 妊娠中の休憩に関する措置に

係るもの 

妊娠中の職員で、医師又は助産

師の指導により休養又は補食

の必要があるとされた場合 

免除する 免除する 

イ 妊娠中又は出産後の症状等に

対応する措置に係るもの 

妊娠中及び出産後１年を経過

していない職員で、医師又は

助産師の指導により勤務時間

短縮の必要があるとされた場

合 

免除する 

免除する 

ただし、他の規

定により勤務

しないことを

承認している

時間との合計

が、１日に４時

間を超えない

場合で、その範

囲内で承認さ

れたものに限

る 

８及び９  （現行のとおり） 

会計年度任用職員の職務専念義務の免除及び報酬減額の免除について 

１から４まで （略） 

５ 改正年月日 

令和２年４月１日 

【別表】 

項番 承認番号等 項 目 職務専念義務 報酬減額 

１から  

６まで
（略） 

７ 
９人委任 

第 224 号 

妊産婦である職員が休養を要する場合

の職務に専念する義務の免除及び給与

減額の免除について 

免除する 免除しない 

８及び９  （略） 

12
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別 紙 

「会計年度任用職員の職務専念義務の免除及び報酬減額の免除について」（平成２７年３月２４日付２６人委任第１７５号同意・承認）の一部を下記のとおり改正する。 

記 

改 正 案 現 行 

１から４まで （現行のとおり） 

５ 改正年月日 

  令和３年４月１日 

【別表】 

項番 承認番号等 項 目 職務専念義務 報酬減額 

１から

７まで 
（現行のとおり） 

（削除） 

８ 
54人委 

第716号 

学校教育法に規定する高等学校の定

時制の課程における修学旅行に参加

する職員の勤務免除の特例について 

免除しない 免除しない 

９ 
56人委 

第1103号 

都立高等学校入学者選抜のための学

力検査の事務に従事する職員の服務

及び給与の取扱いについて 

免除しない 免除しない 

10 
61人委任 

第174号 

都立特別支援学校就学及び入学相談

の事務に従事する職員の服務及び給

与の取扱いについて 

免除しない 免除しない 

11 
62人委任 

第118号 

東京都教育委員会が実施する選考等

において面接委員、選考係員又は採点

委員等の事務に従事する職員の服務

及び給与の取扱いについて 

免除しない 免除しない 

１から４まで （略） 

５ 改正年月日 

令和２年４月１日 

【別表】 

項番 承認番号等 項 目 職務専念義務 報酬減額 

１から

７まで 
（略） 

８ 
49人委 

第1119号 

東京都職員共済組合の議員選挙の実

施に伴う職員の職務専念義務の免除

及び給与減額免除の取扱いについて 

免除しない 免除しない 

９ 
54人委 

第716号 

学校教育法に規定する高等学校の定

時制の課程における修学旅行に参加

する職員の勤務免除の特例について 

免除しない 免除しない 

10 
56人委 

第1103号 

都立高等学校入学者選抜のための学

力検査の事務に従事する職員の服務

及び給与の取扱いについて 

免除しない 免除しない 

11 
61人委任 

第174号 

都立特別支援学校就学及び入学相談

の事務に従事する職員の服務及び給

与の取扱いについて 

免除しない 免除しない 

12 
62人委任 

第118号 

東京都教育委員会が実施する選考等

において面接委員、選考係員又は採点

委員等の事務に従事する職員の服務

及び給与の取扱いについて 

免除しない 免除しない 

13
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12 
62人委任 

第222号 

都立学校及び区立学校に勤務する教

育公務員が職務と関連する個人の学

識経験に基づいて所属地方公共団体

の他の事務に従事する場合の服務及

び給与の取扱いについて 

免除しない 免除しない 

13 
４人委任 

第235号 

骨髄等の提供及び献血に係る職員の

職務専念義務の免除等ついて 
免除する 免除しない 

14 
６人委任 

第239号 

勤務の軽減措置による職務に専念す

る義務の免除及び給与の減額の免除

について 

免除しない 免除しない 

15 
７人委任 

第196号 

東京都職員互助協議会の役員に選任

された職員の職務に専念する義務の

免除及び給与減額免除の取扱いにつ

いて 

免除しない 免除しない 

16 
７人委任 

第226号 

人間ドックの受診に係る職員の職務

専念義務の免除及び給与減額の免除

について 

免除しない 免除しない 

17 
９人委任 

第224号 

妊産婦である職員が休養を要する場

合の職務に専念する義務の免除及び

給与減額の免除について 

ア 妊娠中の休憩に関する措置

に係るもの 

  妊娠中の職員で、医師又は助

産師の指導により休養又は

補食の必要があるとされた

場合 

免除する 免除する 

イ 妊娠中又は出産後の症状等

に対応する措置に係るもの 

  妊娠中及び出産後１年を経

過していない職員で、医師又

は助産師の指導により勤務

時間短縮の必要があるとさ

れた場合 

免除する 

免除する 

ただし、他の

規定により

勤務しない

ことを承認

している時

間との合計

が、１日に４

13 
62人委任 

第222号 

都立学校及び区立学校に勤務する教

育公務員が職務と関連する個人の学

識経験に基づいて所属地方公共団体

の他の事務に従事する場合の服務及

び給与の取扱いについて 

免除しない 免除しない 

14 
４人委任 

第235号 

骨髄等の提供及び献血に係る職員の

職務専念義務の免除等ついて 
免除する 免除しない 

15 
６人委任 

第239号 

勤務の軽減措置による職務に専念す

る義務の免除及び給与の減額の免除

について 

免除しない 免除しない 

16 
７人委任 

第196号 

東京都職員互助協議会の役員に選任

された職員の職務に専念する義務の

免除及び給与減額免除の取扱いにつ

いて 

免除しない 免除しない 

17 
７人委任 

第226号 

人間ドックの受診に係る職員の職務

専念義務の免除及び給与減額の免除

について 

免除しない 免除しない 

18 
９人委任 

第224号 

妊産婦である職員が休養を要する場

合の職務に専念する義務の免除及び

給与減額の免除について 

免除する 免除しない 

14



時間を超え

ない場合で、

その範囲内

で承認され

たものに限

る。 

18 
13人委任 

第107号 

再任用職員の採用（更新）選考を受験

する場合の職員の服務及び給与の取

扱いについて 

免除しない 免除しない 

19 
18人委任 

第163号 

職員団体の活動に従事する職員の職

務専念義務の免除について 

免除する 

ただし、一年度

につき以下の

所定勤務日数

に応じた日数

の範囲内とし、

月４日未満又

は年48日未満

の場合は免除

しない。 

ア 週４日以

上、月15日以上

又は年169日以

上の場合  23

日 

イ 週３日、月

11日 か ら 14

日 ま で 又 は

年121日から

168日までの

場合 12日 

ウ 週２日、月

７ 日 か ら 10

日 ま で 又 は

年 73日 か ら

120日までの

場合 ７日 

エ 週１日、月

免除しない 

19 
13人委任 

第107号 

再任用職員の採用（更新）選考を受験

する場合の職員の服務及び給与の取

扱いについて 

免除しない 免除しない 

20 
18人委任 

第163号 

職員団体の活動に従事する職員の職

務専念義務の免除について 

免除する 

ただし、一年度

につき以下の

所定勤務日数

に応じた日数

の範囲内とし、

月４日未満又

は年48日未満

の場合は免除

しない。 

ア 週４日以

上、月15日以上

又は年169日以

上の場合  23

日 

イ 週３日、月

11日 か ら 14

日 ま で 又 は

年121日から

168日までの

場合 12日 

ウ 週２日、月

７ 日 か ら 10

日 ま で 又 は

年 73日 か ら

120日までの

場合 ７日 

エ 週１日、月

免除しない 

15



４ 日 か ら ６

日 ま で 又 は

年 48日 か ら

72日 ま で の

場合 ２日 

20 
27人委任 

第80号 

オリンピック・パラリンピック等に選

手等として参加する職員の職務専念

義務の免除及び給与の取扱いについ

て 

免除しない 免除しない 

４ 日 か ら ６

日 ま で 又 は

年 48日 か ら

72日 ま で の

場合 ２日 

21 
27人委任 

第80号 

オリンピック・パラリンピック等に選

手等として参加する職員の職務専念

義務の免除及び給与の取扱いについ

て 

免除しない 免除しない 

16



別 紙 

「時間講師及び日勤講師の職務専念義務の免除及び報酬の減額免除について」（平成２７年３月２４日付２６人委任第１７５号同意・承認）の一部を下記のとおり改正する。 

記 

改 正 案 現 行 

１から４まで （現行のとおり） 

５ 改正年月日 

  令和３年４月１日 

【別表】 

項番 承認番号等 項 目 職務専念義務 報酬減額 

１から

７まで 
（現行のとおり） 

（削除） 

８ 
54人委 

第716号 

学校教育法に規定する高等学校の

定時制の課程における修学旅行に

参加する職員の勤務免除の特例に

ついて 

免除しない 免除しない 

９ 
56人委 

第1103号 

都立高等学校入学者選抜のための

学力検査の事務に従事する職員の

服務及び給与の取扱いについて 

免除しない 免除しない 

10 
61人委任 

第174号 

都立特別支援学校就学及び入学相

談の事務に従事する職員の服務及

び給与の取扱いについて 

免除しない 免除しない 

11 
62人委任 

第118号 

東京都教育委員会が実施する選考

等において面接委員、選考係員又は

採点委員等の事務に従事する職員

の服務及び給与の取扱いについて 

免除しない 免除しない 

１から４まで （略） 

５ 改正年月日 

令和２年４月１日 

【別表】 

項番 承認番号等 項 目 職務専念義務 報酬減額 

１から

７まで 
（略） 

８ 
49人委 

第1119号 

東京都職員共済組合の議員選挙の

実施に伴う職員の職務専念義務の

免除及び給与減額免除の取扱いに

ついて 

免除しない 免除しない 

９ 
54人委 

第716号 

学校教育法に規定する高等学校の

定時制の課程における修学旅行に

参加する職員の勤務免除の特例に

ついて 

免除しない 免除しない 

10 
56人委 

第1103号 

都立高等学校入学者選抜のための

学力検査の事務に従事する職員の

服務及び給与の取扱いについて 

免除しない 免除しない 

11 
61人委任 

第174号 

都立特別支援学校就学及び入学相

談の事務に従事する職員の服務及

び給与の取扱いについて 

免除しない 免除しない 

12 
62人委任 

第118号 

東京都教育委員会が実施する選考

等において面接委員、選考係員又は

採点委員等の事務に従事する職員

の服務及び給与の取扱いについて 

免除しない 免除しない 

17



12 
62人委任 

第222号 

都立学校及び区立学校に勤務する

教育公務員が職務と関連する個人

の学識経験に基づいて所属地方公

共団体の他の事務に従事する場合

の服務及び給与の取扱いについて 

免除しない 免除しない 

13 
４人委任 

第235号 

骨髄等の提供及び献血に係る職員

の職務専念義務の免除等ついて 
免除する 免除しない 

14 
６人委任 

第239号 

勤務の軽減措置による職務に専念

する義務の免除及び給与の減額の

免除について 

免除しない 免除しない 

15 
７人委任 

第196号 

東京都職員互助協議会の役員に選

任された職員の職務に専念する義

務の免除及び給与減額免除の取扱

いについて 

免除しない 免除しない 

16 
７人委任 

第226号 

人間ドックの受診に係る職員の職

務専念義務の免除及び給与減額の

免除について 

免除しない 免除しない 

17 
９人委任 

第224号 

妊産婦である職員が休養を要する

場合の職務に専念する義務の免除

及び給与減額の免除について 

ア 妊娠中の休憩に関する措

置に係るもの 

  妊娠中の職員で、医師又は

助産師の指導により休養

又は補食の必要があると

された場合 

免除する 免除する 

イ 妊娠中又は出産後の症状

等に対応する措置に係る

もの 

  妊娠中及び出産後１年を

経過していない職員で、医

師又は助産師の指導によ

り勤務時間短縮の必要が

あるとされた場合 

免除する 

免除する 

ただし、他

の規定によ

り勤務しな

いことを承

認している

時間との合

計が、１日

13 
62人委任 

第222号 

都立学校及び区立学校に勤務する

教育公務員が職務と関連する個人

の学識経験に基づいて所属地方公

共団体の他の事務に従事する場合

の服務及び給与の取扱いについて 

免除しない 免除しない 

14 
４人委任 

第235号 

骨髄等の提供及び献血に係る職員

の職務専念義務の免除等ついて 
免除する 免除しない 

15 
６人委任 

第239号 

勤務の軽減措置による職務に専念

する義務の免除及び給与の減額の

免除について 

免除しない 免除しない 

16 
７人委任 

第196号 

東京都職員互助協議会の役員に選

任された職員の職務に専念する義

務の免除及び給与減額免除の取扱

いについて 

免除しない 免除しない 

17 
７人委任 

第226号 

人間ドックの受診に係る職員の職

務専念義務の免除及び給与減額の

免除について 

免除しない 免除しない 

18 
９人委任 

第224号 

妊産婦である職員が休養を要する

場合の職務に専念する義務の免除

及び給与減額の免除について 

免除する 免除しない 

18



に４時間を

超えない場

合で、その

範囲内で承

認されたも

のに限る。 

18 
13人委任 

第107号 

再任用職員の採用（更新）選考を受

験する場合の職員の服務及び給与

の取扱いについて 

免除しない 免除しない 

19 
18人委任 

第163号 

職員団体の活動に従事する職員の

職務専念義務の免除について 

免除する 

ただし、以下の日

数 の 範 囲 内 と す

る。 

ア 時間講師

一年度につき所

定の勤務日数又は

任用期間中の勤務

日数に応じて、下

表 の と お り と す

る。 

 ただし、複数の

学校に勤務してい

る時間講師の承認

期間は、一年度に

つき、合算して、

暦日で２３日を超

えることができな

い。 

イ 日勤講師

 一年度につき 

２３日 

免除しない 

19 
13人委任 

第107号 

再任用職員の採用（更新）選考を受

験する場合の職員の服務及び給与

の取扱いについて 

免除しない 免除しない 

20 
18人委任 

第163号 

職員団体の活動に従事する職員の

職務専念義務の免除について 

免除する 

ただし、以下の日

数 の 範 囲 内 と す

る。 

ア 時間講師

 一年度につき所

定の勤務日数又は

任用期間中の勤務

日数に応じて、下

表 の と お り と す

る。 

 ただし、複数の

学校に勤務してい

る時間講師の承認

期間は、一年度に

つき、合算して、

暦日で２３日を超

えることができな

い。 

イ 日勤講師

 一年度につき 

２３日 

免除しない 

週1日 48日から72日まで 2日

週3日 121日から168日まで 12日

週2日 73日から120日まで 7日

所定の勤務日数
（４月１日から翌年３月３１日ま
で任用される場合）

任用期間中の勤務日数
（左記以外の任用期間の場合）

承認期間

週4日以上 169日以上 23日

週1日 48日から72日まで 2日

週3日 121日から168日まで 12日

週2日 73日から120日まで 7日

所定の勤務日数
（４月１日から翌年３月３１日ま
で任用される場合）

任用期間中の勤務日数
（左記以外の任用期間の場合）

承認期間

週4日以上 169日以上 23日

19



20 
27人委任 

第80号 

オリンピック・パラリンピック等に

選手等として参加する職員の職務

専念義務の免除及び給与の取扱い

について 

免除しない 免除しない 21 
27人委任 

第80号 

オリンピック・パラリンピック等に

選手等として参加する職員の職務

専念義務の免除及び給与の取扱い

について 

免除しない 免除しない 

20
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規 則 等 改 正 新 旧 対 照 表
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初
任
給
、
昇
格
及
び
昇
給
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
東
京
都
人
事
委
員
会
規
則
第
三
号
）

新
旧
対
照
表
（
抄
）

改
正
案

現
行

第
一
条
か
ら
第
三
十
五
条
ま
で

（
現
行
の
と
お
り
）

第
一
条
か
ら
第
三
十
五
条
ま
で

（
略
）

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
七
ま
で

（
現
行
の
と
お
り
）

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
七
ま
で

（
略
）

別
表
第
８
 
昇
格
時
職
務
区
分
別
号
給
表
（
第
20条

関
係
）
 

別
表
第
８
 
昇
格
時
職
務
区
分
別
号
給
表
（
第
20条

関
係
）
 

イ
行
政
職
給
料
表
（
一
）
５
級
昇
格
時
職
務
区
分
別
号
給
表

イ
行
政
職
給
料
表
（
一
）
５
級
昇
格
時
職
務
区
分
別
号
給
表

職
務

区
分
 

昇
格
の
日
に
お
け
る
職
 

昇
格
後
 

の
号
給
 

機
関
又
は
組
織
の
名
称
 

職
 

一
 

本
庁
 

（
現
行
の
と
お
り
）
 

（
現

行
の

と
お
り
）
 

東
京
都
都
民
安
全
推
進
本
部
 

総
合
推
進
部
長
 

東
京
都
住
宅
政
策
本
部
か
ら
東

京
都
議
会
議
会
局
ま
で
 

（
現
行
の
と
お
り
）
 

二
 
本
庁
 

部
の
部
長
(職

務
区
分
一
に

規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
)、

主
席
監
察
員
、
政
策
企
画
局

秘
書
事
務
担
当
部
長
、
政
策

企
画
局
特
区
推
進
担
当
部
長

及
び
総
務
局
労
務
担
当
部
長
 

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン

ピ
ッ
ク
準
備
局
局
務
担
当
部

長
の
う
ち
、
派
遣
条
例
第
２

条
の
規
定
に
基
づ
く
派
遣
を

（
現

行
の

と
お
り
）
 

職
務

区
分
 

昇
格
の
日
に
お
け
る
職
 

昇
格
後

の
号
給
 

機
関
又
は
組
織
の
名
称
 

職
 

一
 

本
庁
 

（
略
）
 

（
略
）
 

東
京
都
都
民
安
全
推
進
本
部
 

総
合
推
進
部
長
 

東
京
都
戦
略
政
策
情
報
推
進
本

部
 

戦
略
事
業
部
長
 

東
京
都
住
宅
政
策
本
部
か
ら
東

京
都
議
会
議
会
局
ま
で
 

（
略
）
 

二
 
本
庁
 

部
の
部
長
(職

務
区
分
一
に

規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
)、

主
席
監
察
員
、
政
策
企
画
局

秘
書
事
務
担
当
部
長
及
び

総
務
局
労
務
担
当
部
長
 

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン

ピ
ッ
ク
準
備
局
局
務
担
当

部
長
の
う
ち
、
派
遣
条
例
第

２
条
の
規
定
に
基
づ
く
派

遣
を
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、

（
略
）
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さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
極
め

て
困
難
な
業
務
を
所
掌
す
る

も
の
で
あ
っ
て
、
別
に
定
め

る
も
の

部
の
部
長
（
職
務
区
分
一
に

規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
 

東
京
都
都
民
安
全
推
進
本
部
 

東
京
都
住
宅
政
策
本
部
 

東
京
都
病
院
経
営
本
部
（
都
立

病
院
を
除
く
。
）
 

東
京
都
中
央
卸
売
市
場
 

東
京
都
職
員
共
済
組
合
事
務
局
 

地
方
公
務
員
災
害
補
償
基
金
東

京
都
支
部
か
ら
東
京
都
議
会
議

会
局
ま
で
 

（
現
行
の
と
お
り
）
 

三
 

本
庁
 

（
現
行
の
と
お
り
）
 

（
現

行
の

と
お
り
）
 

担
当
部
長
（
職
務
区
分
四
に

規
定
す
る
も
の
及
び
別
に
定

め
る
も
の
を
除
く
。
）
 

東
京
都
都
民
安
全
推
進
本
部
 

東
京
都
住
宅
政
策
本
部
 

東
京
都
病
院
経
営
本
部
（
都
立

病
院
を
除
く
。
）
 

東
京
都
中
央
卸
売
市
場
 

東
京
都
職
員
共
済
組
合
事
務
局
 

東
京
都
教
育
庁
 

極
め
て
困
難
な
業
務
を
所

掌
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
別

に
定
め
る
も
の
 

東
京
都
都
民
安
全
推
進
本
部
 

部
の
部
長
（
職
務
区
分
一
に

規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）

及
び

東
京

都
戦

略
政

策
情

報
推

進
本

部
特

区
推

進
担

当
部
長
 

東
京
都
戦
略
政
策
情
報
推
進
本

部
 

東
京
都
住
宅
政
策
本
部
 

東
京
都
病
院
経
営
本
部
（
都
立

病
院
を
除
く
。
）
 

東
京
都
中
央
卸
売
市
場
 

東
京
都
職
員
共
済
組
合
事
務
局
 

地
方
公
務
員
災
害
補
償
基
金
東

京
都
支
部
か
ら
東
京
都
議
会
議

会
局
ま
で
 

（
略
）
 

三
 

本
庁
 

（
略
）
 

（
略
）
 

東
京
都
都
民
安
全
推
進
本
部
 

担
当
部
長
（
職
務
区
分
二
に

規
定
す
る
も
の
、
職
務
区
分

四
に

規
定

す
る

も
の

及
び

別
に

定
め

る
も

の
を

除

く
。
）
 

東
京
都
戦
略
政
策
情
報
推
進
本

部
 

東
京
都
住
宅
政
策
本
部
 

東
京
都
病
院
経
営
本
部
（
都
立

病
院
を
除
く
。
）
 

東
京
都
中
央
卸
売
市
場
 

東
京
都
職
員
共
済
組
合
事
務
局
 

東
京
都
教
育
庁
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警
視
庁
本
部
か
ら
東
京
都
議
会

議
会
局
ま
で
 

（
現
行
の
と
お
り
）
 

四
 
（
現
行
の
と
お
り
）
 

（
現
行
の
と
お
り
）
 

（
現

行
の

と
お
り
）
 

警
視
庁
本
部
か
ら
東
京
都
議
会

議
会
局
ま
で
 

（
略
）
 

四
 
（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

ロ
公
安
職
給
料
表
８
級
昇
格
時
職
務
区
分
別
号
給
表
 
（
現
行
の
と
お
り
）

ロ
公
安
職
給
料
表
８
級
昇
格
時
職
務
区
分
別
号
給
表
 
（
略
）
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給
料
の
特
別
調
整
額
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
二
年
東
京
都
訓
令
甲
第
十
号
）
新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改

正

案

現

行

第
一
条
か
ら
第
四
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
）

組
織
の
区
分

職

特
別
調
整
額
の
区
分 

本
庁

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
現
行
の
と
お
り
） 

本
庁
行
政
機

関
及
び
地
方

行
政
機
関 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
現
行
の
と
お
り
） 

担
当
部
長
（
都
民
安
全
推
進
本
部
、
住
宅

政
策
本
部
（
住
宅
企
画
部
及
び
都
営
住
宅

経
営
部
に
限
る
。
）
、
病
院
経
営
本
部
（
経

営
企
画
部
及
び
サ
ー
ビ
ス
推
進
部
に
限

る
。
）
及
び
中
央
卸
売
市
場
（
管
理
部
及

び
事
業
部
に
限
る
。
）
の
担
当
部
長
を
除

き
、
職
層
名
専
門
参
事
の
職
に
限
る
。
） 

参
事
研
究
員 

部
長
監
察
医 

保
健
所
の
所
長 

心
身
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
次
長

北
療
育
医
療
セ
ン
タ
ー
及
び
府
中
療
育
セ

ン
タ
ー
の
部
長 

総
合
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
副
所
長

健
康
安
全
研
究
セ
ン
タ
ー
の
部
長
（
企
画

調
整
部
長
及
び
広
域
監
視
部
長
を
除

く
。
）
及
び
精
度
管
理
室
長

都
立
病
院
の
部
長
（
看
護
部
長
を
除

く
。
） 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
一
条
か
ら
第
四
条
ま
で 

（
略
）

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
）

組
織
の
区
分

職

特
別
調
整
額
の
区
分 

本
庁

（
略
）

（
略
）

本
庁
行
政
機

関
及
び
地
方

行
政
機
関 

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

担
当
部
長
（
都
民
安
全
推
進
本
部
、
戦
略

政
策
情
報
推
進
本
部
、
住
宅
政
策
本
部

（
住
宅
企
画
部
及
び
都
営
住
宅
経
営
部
に

限
る
。）、
病
院
経
営
本
部
（
経
営
企
画
部

及
び
サ
ー
ビ
ス
推
進
部
に
限
る
。
）
及
び

中
央
卸
売
市
場
（
管
理
部
及
び
事
業
部
に

限
る
。
）
の
担
当
部
長
を
除
き
、
職
層
名

専
門
参
事
の
職
に
限
る
。
） 

参
事
研
究
員 

部
長
監
察
医 

保
健
所
の
所
長 

心
身
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
次
長

北
療
育
医
療
セ
ン
タ
ー
及
び
府
中
療
育
セ

ン
タ
ー
の
部
長 

総
合
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
副
所
長

健
康
安
全
研
究
セ
ン
タ
ー
の
部
長
（
企
画

調
整
部
長
及
び
広
域
監
視
部
長
を
除

く
。）
及
び
精
度
管
理
室
長

都
立
病
院
の
部
長
（
看
護
部
長
を
除

く
。） 

（
略
）

5



改

正

案

現

行

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
現
行
の
と
お
り
） 

都
民
安
全
推
進
本
部
、
住
宅
政
策
本
部
、

病
院
経
営
本
部
及
び
中
央
卸
売
市
場
の
総

務
課
長

（
現
行
の
と
お
り
） 

都
民
安
全
推
進
本
部
の
課
長
（
総
務
課
長

を
除
く
。
） 

住
宅
政
策
本
部
（
住
宅
企
画
部
及
び
都
営

住
宅
経
営
部
に
限
る
。
）
の
課
長
（
総
務

課
長
を
除
く
。
） 

病
院
経
営
本
部
（
経
営
企
画
部
及
び
サ
ー

ビ
ス
推
進
部
に
限
る
。
）
の
課
長
（
総
務

課
長
を
除
く
。
）
及
び
担
当
課
長
（
職
層

名
専
門
副
参
事
の
職
に
限
る
。） 

中
央
卸
売
市
場
（
管
理
部
及
び
事
業
部
に

限
る
。）
の
課
長
（
総
務
課
長
を
除
く
。
） 

医
長
、
監
察
医
長
、
地
域
援
助
医
長
及
び

医
療
審
査
医
長 

保
健
所
の
保
健
対
策
課
長
、
歯
科
保
健
担

当
課
長
及
び
出
張
所
副
所
長 

児
童
相
談
セ
ン
タ
ー
の
治
療
指
導
課
長 

北
療
育
医
療
セ
ン
タ
ー
城
南
分
園
及
び
城

北
分
園
の
園
長 

総
合
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
科
長
及

び
課
長

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
所
長

健
康
安
全
研
究
セ
ン
タ
ー
の
科
長
、
健
康

危
機
管
理
情
報
課
長
、
疫
学
情
報
担
当
課

長
及
び
精
度
管
理
室
副
室
長

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
略
）

（
略
）

都
民
安
全
推
進
本
部
、
戦
略
政
策
情
報
推

進
本
部
、
住
宅
政
策
本
部
、
病
院
経
営
本

部
及
び
中
央
卸
売
市
場
の
総
務
課
長

（
略
）

都
民
安
全
推
進
本
部
の
課
長
（
総
務
課
長

を
除
く
。） 

戦
略
政
策
情
報
推
進
本
部
の
課
長
（
総
務

課
長
を
除
く
。） 

住
宅
政
策
本
部
（
住
宅
企
画
部
及
び
都
営

住
宅
経
営
部
に
限
る
。
）
の
課
長
（
総
務

課
長
を
除
く
。
） 

病
院
経
営
本
部
（
経
営
企
画
部
及
び
サ
ー

ビ
ス
推
進
部
に
限
る
。
）
の
課
長
（
総
務

課
長
を
除
く
。
）
及
び
担
当
課
長
（
職
層

名
専
門
副
参
事
の
職
に
限
る
。） 

中
央
卸
売
市
場
（
管
理
部
及
び
事
業
部
に

限
る
。）
の
課
長
（
総
務
課
長
を
除
く
。） 

医
長
、
監
察
医
長
、
地
域
援
助
医
長
及
び

医
療
審
査
医
長 

保
健
所
の
保
健
対
策
課
長
、
歯
科
保
健
担

当
課
長
及
び
出
張
所
副
所
長 

児
童
相
談
セ
ン
タ
ー
の
治
療
指
導
課
長 

北
療
育
医
療
セ
ン
タ
ー
城
南
分
園
及
び
城

北
分
園
の
園
長 

総
合
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
科
長
及

び
課
長

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
所
長

健
康
安
全
研
究
セ
ン
タ
ー
の
科
長
、
健
康

危
機
管
理
情
報
課
長
、
疫
学
情
報
担
当
課

長
及
び
精
度
管
理
室
副
室
長

（
略
）
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改

正

案

現

行

都
民
安
全
推
進
本
部
の
担
当
課
長

住
宅
政
策
本
部
（
住
宅
企
画
部
及
び
都
営

住
宅
経
営
部
に
限
る
。）
の
担
当
課
長

病
院
経
営
本
部
（
経
営
企
画
部
及
び
サ
ー

ビ
ス
推
進
部
に
限
る
。
）
の
担
当
課
長

（
職
層
名
専
門
副
参
事
の
職
を
除
く
。
） 

中
央
卸
売
市
場
（
管
理
部
及
び
事
業
部
に

限
る
。）
の
担
当
課
長 

健
康
安
全
研
究
セ
ン
タ
ー
の
副
参
事
研
究

員

（
現
行
の
と
お
り
） 

課
長
（
都
民
安
全
推
進
本
部
、
住
宅
政
策

本
部
（
住
宅
企
画
部
及
び
都
営
住
宅
経
営

部
に
限
る
。
）
、
病
院
経
営
本
部
（
経
営
企

画
部
及
び
サ
ー
ビ
ス
推
進
部
に
限
る
。
）

及
び
中
央
卸
売
市
場
（
管
理
部
及
び
事
業

部
に
限
る
。
）
の
課
長
、
保
健
所
の
保
健

対
策
課
長
、
児
童
相
談
セ
ン
タ
ー
の
治
療

指
導
課
長
、
総
合
精
神
保
健
福
祉
セ
ン

タ
ー
の
課
長
及
び
健
康
安
全
研
究
セ
ン

タ
ー
の
健
康
危
機
管
理
情
報
課
長
を
除

く
。
） 

担
当
課
長
（
都
民
安
全
推
進
本
部
、
住
宅

政
策
本
部
（
住
宅
企
画
部
及
び
都
営
住
宅

経
営
部
に
限
る
。
）
、
病
院
経
営
本
部
及
び

中
央
卸
売
市
場
（
管
理
部
及
び
事
業
部
に

限
る
。
）
の
担
当
課
長
（
病
院
経
営
本
部

に
つ
い
て
は
、
経
営
企
画
部
若
し
く
は

サ
ー
ビ
ス
推
進
部
に
所
属
す
る
者
又
は
職

層
名
専
門
副
参
事
の
職
に
限
る
。
）
、
保
健

所
の
歯
科
保
健
担
当
課
長
及
び
健
康
安
全

研
究
セ
ン
タ
ー
の
疫
学
情
報
担
当
課
長
を

除
く
。） 

副
参
事
研
究
員
（
健
康
安
全
研
究
セ
ン

（
現
行
の
と
お
り
） 

都
民
安
全
推
進
本
部
の
担
当
課
長

戦
略
政
策
情
報
推
進
本
部
の
担
当
課
長 

住
宅
政
策
本
部
（
住
宅
企
画
部
及
び
都
営

住
宅
経
営
部
に
限
る
。）
の
担
当
課
長

病
院
経
営
本
部
（
経
営
企
画
部
及
び
サ
ー

ビ
ス
推
進
部
に
限
る
。
）
の
担
当
課
長

（
職
層
名
専
門
副
参
事
の
職
を
除
く
。
） 

中
央
卸
売
市
場
（
管
理
部
及
び
事
業
部
に

限
る
。）
の
担
当
課
長 

健
康
安
全
研
究
セ
ン
タ
ー
の
副
参
事
研
究

員

（
略
）

課
長
（
都
民
安
全
推
進
本
部
、
戦
略
政
策

情
報
推
進
本
部
、
住
宅
政
策
本
部
（
住
宅

企
画
部
及
び
都
営
住
宅
経
営
部
に
限

る
。）
、
病
院
経
営
本
部
（
経
営
企
画
部
及

び
サ
ー
ビ
ス
推
進
部
に
限
る
。
）
及
び
中

央
卸
売
市
場
（
管
理
部
及
び
事
業
部
に
限

る
。
）
の
課
長
、
保
健
所
の
保
健
対
策
課

長
、
児
童
相
談
セ
ン
タ
ー
の
治
療
指
導
課

長
、
総
合
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
課

長
及
び
健
康
安
全
研
究
セ
ン
タ
ー
の
健
康

危
機
管
理
情
報
課
長
を
除
く
。） 

担
当
課
長
（
都
民
安
全
推
進
本
部
、
戦
略

政
策
情
報
推
進
本
部
、
住
宅
政
策
本
部

（
住
宅
企
画
部
及
び
都
営
住
宅
経
営
部
に

限
る
。）、
病
院
経
営
本
部
及
び
中
央
卸
売

市
場
（
管
理
部
及
び
事
業
部
に
限
る
。
）

の
担
当
課
長
（
病
院
経
営
本
部
に
つ
い
て

は
、
経
営
企
画
部
若
し
く
は
サ
ー
ビ
ス
推

進
部
に
所
属
す
る
者
又
は
職
層
名
専
門
副

参
事
の
職
に
限
る
。
）、
保
健
所
の
歯
科
保

健
担
当
課
長
及
び
健
康
安
全
研
究
セ
ン

タ
ー
の
疫
学
情
報
担
当
課
長
を
除
く
。
） 

副
参
事
研
究
員
（
健
康
安
全
研
究
セ
ン

（
略
）
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改

正

案

現

行

タ
ー
の
副
参
事
研
究
員
を
除
く
。
） 

技
師
長
及
び
看
護
担
当
科
長 

分
課
で
あ
る
事
業
所
の
長
（
職
層
名
副
参

事
の
職
に
限
る
。） 

当
該
事
業
所
の
長
が
課
長
相
当
職
と
さ
れ

て
い
る
事
業
所
の
長
（
職
層
名
副
参
事
の

職
に
限
る
。） 

副
所
長
（
総
合
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

の
副
所
長
及
び
職
層
名
参
事
の
職
を
除

く
。
） 

副
園
長
（
職
層
名
参
事
の
職
を
除
く
。
） 

副
場
長
（
職
層
名
参
事
の
職
を
除
く
。
） 

監
察
医
務
院
、
北
療
育
医
療
セ
ン
タ
ー
及

び
府
中
療
育
セ
ン
タ
ー
の
科
長 

府
中
療
育
セ
ン
タ
ー
の
地
域
療
育
支
援
担

当
科
長

監
察
医
務
院
及
び
総
合
精
神
保
健
福
祉
セ

ン
タ
ー
の
事
務
長 

看
護
専
門
学
校
の
副
校
長 

北
療
育
医
療
セ
ン
タ
ー
城
南
分
園
及
び
城

北
分
園
の
次
長 

北
療
育
医
療
セ
ン
タ
ー
及
び
府
中
療
育
セ

ン
タ
ー
の
事
務
次
長 

神
経
病
院
の
事
務
局
次
長 

都
立
病
院
の
科
長 

皮
革
技
術
セ
ン
タ
ー
の
所
長
（
職
層
名
専

門
参
事
の
職
を
除
く
。） 

島
し
よ
農
林
水
産
総
合
セ
ン
タ
ー
の
室
長

及
び
事
業
所
長
（
三
宅
事
業
所
長
を
除

く
。
） 

中
央
・
城
北
職
業
能
力
開
発
セ
ン
タ
ー
の

再
就
職
促
進
訓
練
室
長 

タ
ー
の
副
参
事
研
究
員
を
除
く
。
） 

技
師
長
及
び
看
護
担
当
科
長 

分
課
で
あ
る
事
業
所
の
長
（
職
層
名
副
参

事
の
職
に
限
る
。） 

当
該
事
業
所
の
長
が
課
長
相
当
職
と
さ
れ

て
い
る
事
業
所
の
長
（
職
層
名
副
参
事
の

職
に
限
る
。） 

副
所
長
（
総
合
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

の
副
所
長
及
び
職
層
名
参
事
の
職
を
除

く
。） 

副
園
長
（
職
層
名
参
事
の
職
を
除
く
。） 

副
場
長
（
職
層
名
参
事
の
職
を
除
く
。） 

監
察
医
務
院
、
北
療
育
医
療
セ
ン
タ
ー
及

び
府
中
療
育
セ
ン
タ
ー
の
科
長 

府
中
療
育
セ
ン
タ
ー
の
地
域
療
育
支
援
担

当
科
長

監
察
医
務
院
及
び
総
合
精
神
保
健
福
祉
セ

ン
タ
ー
の
事
務
長 

看
護
専
門
学
校
の
副
校
長 

北
療
育
医
療
セ
ン
タ
ー
城
南
分
園
及
び
城

北
分
園
の
次
長 

北
療
育
医
療
セ
ン
タ
ー
及
び
府
中
療
育
セ

ン
タ
ー
の
事
務
次
長 

神
経
病
院
の
事
務
局
次
長 

都
立
病
院
の
科
長 

皮
革
技
術
セ
ン
タ
ー
の
所
長
（
職
層
名
専

門
参
事
の
職
を
除
く
。） 

島
し
よ
農
林
水
産
総
合
セ
ン
タ
ー
の
室
長

及
び
事
業
所
長
（
三
宅
事
業
所
長
を
除

く
。） 

中
央
・
城
北
職
業
能
力
開
発
セ
ン
タ
ー
の

再
就
職
促
進
訓
練
室
長 

8



改

正

案

現

行

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
現
行
の
と
お
り
） 

東
京
都
収
用

委
員
会
事
務

局
か
ら
地
方

公
務
員
災
害

補
償
基
金
東

京
都
支
部
ま

で

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
表
第
二
及
び
別
表
第
三 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
略
）

（
略
）

東
京
都
収
用

委
員
会
事
務

局
か
ら
地
方

公
務
員
災
害

補
償
基
金
東

京
都
支
部
ま

で

（
略
）

（
略
）

別
表
第
二
及
び
別
表
第
三 

（
略
）
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会
計
年
度
任
用
職
員
の
任
用
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
七
年
東
京
都
規
則
第
七
号
）

新
旧
対
照
表
（
抄
）

改

正

案

現

行

第
一
条

（
現

行
の
と

お
り
）

第
一
条

（
略

）

（
定
義
）

第
二
条

（
現

行
の
と

お
り
）

一

（
現
行
の

と
お
り

）

二

局
長

東

京
都

組

織
規

程
（

昭
和

二
十

七

年
東

京
都

規
則

第
百

六

十

四
号

）
第

九
条

第

一
項

に
規

定
す

る
局

長

並
び

に
都

民
安

全
推

進

本
部

長
、

住
宅

政
策

本

部
長

、
病

院
経

営
本

部

長
、

中
央

卸
売

市
場

長

、
収

用
委
員
会
事
務

局
長
及

び
労
働
委
員
会

事
務
局

長
を
い
う
。

（
定
義
）

第
二
条

（
略

）

一

（
略
）

二

局
長

東

京

都
組

織
規

程
（

昭
和

二

十
七

年
東

京
都

規
則

第

百
六

十

四
号

）
第

九

条
第

一
項

に
規

定
す

る

局
長

並
び

に
都

民
安

全

推
進

本
部

長
、

戦
略

政

策
情

報
推

進
本

部
長

、

住
宅

政
策

本
部

長
、

病

院
経

営
本

部
長

、
中

央

卸
売

市
場

長
、

収
用

委

員
会

事
務

局
長

及
び

労

働
委

員
会

事
務
局
長
を
い

う
。

第
三
条
か
ら
第

六
条
ま

で

（
現
行
の

と
お
り

）

第
三
条
か
ら
第

六
条
ま

で

（
略
）

別
表

（
現
行

の
と
お

り
）

別
表

（
略
）
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東
京
都
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
九
年
東
京
都
規
則
第
五
十
一
号
）

新
旧
対
照
表
（
抄
）

改

正

案

現

行

第
一
条
か
ら
第
五
条
ま
で

（
現
行
の
と
お
り
）

第
一
条
か
ら
第
五
条
ま
で

（
略
）

附

則

附

則

１

（
現
行
の
と
お
り
）

（
防
疫
等
業
務
手
当
に
関
す
る
措
置
）

２

東
京
都
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
三
年

東
京
都
条
例
第
●
●
号
）
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る

条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
十
二
号
。
以
下
「
改
正
後
の
条
例
」
と
い
う
。
）
附
則

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
改
正
後
の
条
例
第
六
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
規
則
で
定
め
る
額
は
、
別
表
３
の
部
⑴
の
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

福
祉
保
健
局
又
は
病
院
経
営
本
部
に
所
属
す
る
医
師
、
看
護
師
（
准
看
護
師
を
含

む
。
）
そ
の
他
の
職
員
（
総
務
局
長
が
指
定
す
る
者
に
限
る
。
）
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
（
改
正
後
の
条
例
附
則
第
三
項
に
規
定
す
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
患
者
の
治
療
、
看
護
そ
の
他
の
業
務
又
は
当

該
感
染
症
の
病
原
体
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
（
総
務
局
長
が
指
定
す
る
も
の
に

限
る
。
）
に
接
触
す
る
業
務
に
従
事
し
た
と
き
。

日
額
又
は
一
勤
務

五
千
円

二

職
員
（
前
号
に
規
定
す
る
職
員
を
除
く
。
）
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
か

ら
都
民
の
生
命
及
び
健
康
を
保
護
す
る
た
め
に
行
わ
れ
た
措
置
に
係
る
業
務
で
あ
っ

て
総
務
局
長
が
指
定
す
る
も
の
に
従
事
し
た
と
き
。

日
額
又
は
一
勤
務

三
千
円

３
か
ら
５
ま
で

（
現
行
の
と
お
り
）

１

（
略
）

（
防
疫
等
業
務
手
当
に
関
す
る
措
置
）

２

東
京
都
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
二
年

東
京
都
条
例
第
六
十
二
号
）
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す

る
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
十
二
号
。
以
下
「
改
正
後
の
条
例
」
と
い
う
。
）
附

則
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
改
正
後
の
条
例
第
六
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
規
則
で
定
め
る
額
は
、
別
表
３
の
部
⑴
の
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

福
祉
保
健
局
又
は
病
院
経
営
本
部
に
所
属
す
る
医
師
、
看
護
師
（
准
看
護
師
を
含

む
。
）
そ
の
他
の
職
員
（
総
務
局
長
が
指
定
す
る
者
に
限
る
。
）
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
（
改
正
後
の
条
例
附
則
第
三
項
に
規
定
す
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
患
者
の
治
療
、
看
護
そ
の
他
の
業
務
又
は
当

該
感
染
症
の
病
原
体
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
（
総
務
局
長
が
指
定
す
る
も
の
に

限
る
。
）
に
接
触
す
る
業
務
に
従
事
し
た
と
き
。

日
額
又
は
一
勤
務

三
千
円

二

職
員
（
前
号
に
規
定
す
る
職
員
を
除
く
。
）
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
か

ら
都
民
の
生
命
及
び
健
康
を
保
護
す
る
た
め
に
行
わ
れ
た
措
置
に
係
る
業
務
で
あ
っ

て
総
務
局
長
が
指
定
す
る
も
の
に
従
事
し
た
と
き
。

日
額
又
は
一
勤
務

二
千
円

３
か
ら
５
ま
で

（
略
）

別
表
（
第
二
条
関
係
）

（
現
行
の
と
お
り
）

別
表
（
第
二
条
関
係
）

（
略
）
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警
視
庁
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
九
年
東
京
都
規
則
第
五
十
二
号
）

新
旧
対
照
表
（
抄
）

改

正

案

現

行

第
一
条
か
ら
第
五
条
ま
で

（
現
行
の
と
お
り
）

附

則

１
か
ら
４
ま
で

（
現
行
の
と
お
り
）

５

（
現
行
の
と
お
り
）

一

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
者
若
し
く
は
そ
の
疑
い
が
あ
る
者
（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
感
染
者
等
」
と
い
う
。
）
に
接
触
し
て
行
う
業
務
又
は
感
染
者
等
の
直
近

に
お
い
て
一
定
時
間
に
わ
た
り
行
う
業
務
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
（
警
視
総
監
が
指

定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
従
事
し
た
職
員

従
事
し
た
日
一
日
に
つ
き
五
千
円

二

感
染
者
等
に
対
し
て
行
う
業
務
（
警
視
総
監
が
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
従
事
し

た
職
員
又
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
病
原
体
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
（
警

視
総
監
が
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
接
触
す
る
業
務
に
従
事
し
た
職
員
（
前
号
に
規

定
す
る
職
員
を
除
く
。
）

従
事
し
た
日
一
日
に
つ
き
三
千
円

６

前
項
の
規
定
は
、
東
京
都
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条

例
第
十
二
号
）
附
則
第
四
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
日
（
以
下
「
失
効
す
る
日
」
と
い

う
。
）
限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
。
た
だ
し
、
前
項
に
規
定
す
る
業
務
に
従
事
し
た
こ
と
に

よ
り
支
給
す
る
こ
と
と
な
っ
た
爆
発
物
等
処
理
手
当
で
、
失
効
す
る
日
以
後
に
支
給
す
る
も

の
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
は
、
失
効
す
る
日
以
後
も
、
な
お
効
力
を
有
す
る
。

別
表
（
第
二
条
関
係
）

手
当

番
号

種

類

支

給

範

囲

手

当

額

摘

要

１

捜
査
等
業

務
手
当

⑴
ア

（
現
行
の
と
お

り
）

イ

犯
罪
の
捜
査
、
取

締
り
、
現
場
鑑
識
又

は
警
護
に
従
事
し
た

交
通
執
行
課
、
交
通

捜
査
課
、
駐
車
対
策

課
、
警
備
第
二
課
、

警
護
課
、
公
安
総
務

課
、
公
安
第
一
課
、

公
安
第
二
課
、
公
安

第
三
課
、
外
事
第
一

課
、
外
事
第
二
課
、

外
事
第
三
課
、
外
事

第
四
課
、
刑
事
総
務

（
現
行
の
と

お
り
）

（
現
行
の
と

お
り
）

（
現
行
の
と
お
り
）

（
現
行
の
と
お
り
）

第
一
条
か
ら
第
五
条
ま
で

（
略
）

附

則

１
か
ら
４
ま
で

（
略
）

５

（
略
）

一

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
者
若
し
く
は
そ
の
疑
い
が
あ
る
者
（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
感
染
者
等
」
と
い
う
。
）
に
接
触
し
て
行
う
業
務
又
は
感
染
者
等
の
直
近

に
お
い
て
一
定
時
間
に
わ
た
り
行
う
業
務
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
（
警
視
総
監
が
指

定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
従
事
し
た
職
員

従
事
し
た
日
一
日
に
つ
き
三
千
円

二

感
染
者
等
に
対
し
て
行
う
業
務
（
警
視
総
監
が
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
従
事
し

た
職
員
又
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
病
原
体
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
（
警

視
総
監
が
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
接
触
す
る
業
務
に
従
事
し
た
職
員
（
前
号
に
規

定
す
る
職
員
を
除
く
。
）

従
事
し
た
日
一
日
に
つ
き
二
千
円

６

前
項
の
規
定
は
、
東
京
都
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
（
令
和
二
年
東
京
都
条
例
第
六
十
二
号
）
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
職
員
の
特
殊
勤
務
手

当
に
関
す
る
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
十
二
号
）
附
則
第
四
項
に
規
定
す
る
規
則
で

定
め
る
日
（
以
下
「
失
効
す
る
日
」
と
い
う
。
）
限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
。
た
だ
し
、
前

項
に
規
定
す
る
業
務
に
従
事
し
た
こ
と
に
よ
り
支
給
す
る
こ
と
と
な
っ
た
爆
発
物
等
処
理
手

当
で
、
失
効
す
る
日
以
後
に
支
給
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
は
、
失
効
す
る
日

以
後
も
、
な
お
効
力
を
有
す
る
。

別
表
（
第
二
条
関
係
）

手
当

番
号

種

類

支

給

範

囲

手

当

額

摘

要

１

捜
査
等
業

務
手
当

⑴
ア

（
略
）

イ

犯
罪
の
捜
査
、
取

締
り
、
現
場
鑑
識
又

は
警
護
に
従
事
し
た

交
通
執
行
課
、
交
通

捜
査
課
、
駐
車
対
策

課
、
警
備
第
二
課
、

警
護
課
、
公
安
総
務

課
、
公
安
第
一
課
、

公
安
第
二
課
、
公
安

第
三
課
、
外
事
第
一

課
、
外
事
第
二
課
、

外
事
第
三
課
、
刑
事

総
務
課
、
捜
査
第
一

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

12



課
、
捜
査
第
一
課
、

捜
査
第
二
課
、
捜
査

第
三
課
、
捜
査
共
助

課
、
鑑
識
課
、
生
活

安
全
総
務
課
、
生
活

経
済
課
、
生
活
環
境

課
、
保
安
課
、
少
年

育
成
課
、
少
年
事
件

課
、
サ
イ
バ
ー
犯
罪

対
策
課
、
組
織
犯
罪

対
策
総
務
課
、
警
視

庁
高
速
道
路
交
通
警

察
隊
、
警
視
庁
鉄
道

警
察
隊
、
警
視
庁
サ

イ
バ
ー
攻
撃
対
策
セ

ン
タ
ー
、
警
視
庁
公

安
機
動
捜
査
隊
、
警

視
庁
捜
査
支
援
分
析

セ
ン
タ
ー
、
警
視
庁

機
動
捜
査
隊
、
警
視

庁
生
活
安
全
特
別
捜

査
隊
又
は
警
察
署
に

所
属
す
る
職
員
（
管

理
職
員
を
除
く
。
）

ウ
か
ら
オ
ま
で

（
現

行
の
と
お
り
）

⑵
か
ら
⑸
ま
で

（
現
行

の
と
お
り
）

（
現
行
の
と

お
り
）

（
現
行
の
と

お
り
）

（
現
行
の
と
お
り
）

（
現
行
の
と
お
り
）

２

か

ら

24

ま
で

（
現
行
の

と
お
り
）

（
現
行
の
と
お
り
）

（
現
行
の
と

お
り
）

（
現
行
の
と
お
り
）

課
、
捜
査
第
二
課
、

捜
査
第
三
課
、
捜
査

共
助
課
、
鑑
識
課
、

生
活
安
全
総
務
課
、

生
活
経
済
課
、
生
活

環
境
課
、
保
安
課
、

少
年
育
成
課
、
少
年

事
件
課
、
サ
イ
バ
ー

犯
罪
対
策
課
、
組
織

犯
罪
対
策
総
務
課
、

警
視
庁
高
速
道
路
交

通
警
察
隊
、
警
視
庁

鉄
道
警
察
隊
、
警
視

庁
サ
イ
バ
ー
攻
撃
対

策
セ
ン
タ
ー
、
警
視

庁
公
安
機
動
捜
査

隊
、
警
視
庁
捜
査
支

援
分
析
セ
ン
タ
ー
、

警
視
庁
機
動
捜
査

隊
、
警
視
庁
生
活
安

全
特
別
捜
査
隊
又
は

警
察
署
に
所
属
す
る

職
員
（
管
理
職
員
を

除
く
。
）

ウ
か
ら
オ
ま
で
（
略
）

⑵
か
ら
⑸
ま
で

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

２

か

ら

24

ま
で

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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東
京
消
防
庁
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
九
年
東
京
都
規
則
第
五
十
三
号
）
新
旧
対
照
表 

（
抄
）

改
正
後

現
行

第
一
条
か
ら
第
四
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

附

則

１
か
ら
４
ま
で 
（
現
行
の
と
お
り
） 

５

（
現
行
の
と
お
り
） 

一

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
患
者
又
は
そ
の
疑
い
の
あ
る
者
に
接
触
し
て
行
う

消
防
活
動
に
従
事
し
た
職
員

従
事
し
た
日
一
日
に
つ
き
五
千
円

二

前
号
の
消
防
活
動
に
関
連
す
る
業
務
と
し
て
消
防
総
監
が
指
定
す
る
も
の
に
従
事
し

た
職
員
又
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
病
原
体
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の

（
消
防
総
監
が
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。）
に
接
触
す
る
業
務
に
従
事
し
た
職
員
（
前
号

に
規
定
す
る
職
員
を
除
く
。） 

従
事
し
た
日
一
日
に
つ
き
三
千
円 

６

前
項
の
規
定
は
、
東
京
都
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都

条
例
第
十
二
号
）
附
則
第
四
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
日
（
以
下
「
失
効
す
る
日
」

と
い
う
。）
限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
。
た
だ
し
、
前
項
に
規
定
す
る
業
務
に
従
事
し
た

こ
と
に
よ
り
支
給
す
る
こ
と
と
な
っ
た
出
動
手
当
で
、
失
効
す
る
日
以
後
に
支
給
す
る
も

の
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
は
、
失
効
す
る
日
以
後
も
、
な
お
効
力
を
有
す
る
。 

別
表

（
現
行
の
と
お
り
）

第
一
条
か
ら
第
四
条
ま
で 

（
略
）

附

則

１
か
ら
４
ま
で 

（
略
） 

５

（
略
） 

一

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
患
者
又
は
そ
の
疑
い
の
あ
る
者
に
接
触
し
て
行
う

消
防
活
動
に
従
事
し
た
職
員 

従
事
し
た
日
一
日
に
つ
き
三
千
円

二

前
号
の
消
防
活
動
に
関
連
す
る
業
務
と
し
て
消
防
総
監
が
指
定
す
る
も
の
に
従
事
し

た
職
員
又
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
病
原
体
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の

（
消
防
総
監
が
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。）
に
接
触
す
る
業
務
に
従
事
し
た
職
員
（
前
号

に
規
定
す
る
職
員
を
除
く
。） 

従
事
し
た
日
一
日
に
つ
き
二
千
円

６

前
項
の
規
定
は
、
東
京
都
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
（
令
和
二
年
東
京
都
条
例
第
六
十
二
号
）
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
職
員
の
特
殊
勤

務
手
当
に
関
す
る
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
十
二
号
）
附
則
第
四
項
に
規
定
す
る

規
則
で
定
め
る
日
（
以
下
「
失
効
す
る
日
」
と
い
う
。）
限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
。
た

だ
し
、
前
項
に
規
定
す
る
業
務
に
従
事
し
た
こ
と
に
よ
り
支
給
す
る
こ
と
と
な
っ
た
出
動

手
当
で
、
失
効
す
る
日
以
後
に
支
給
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
は
、
失
効
す

る
日
以
後
も
、
な
お
効
力
を
有
す
る
。 

別
表

（
略
） 
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非
常
勤
職
員
の
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
七
年
東
京
都
規
則
第
八
号
）

新
旧
対
照
表
（
抄
）

改

正

案

現

行

第
一
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で

（
現
行
の
と
お
り
）

第
一
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で

（
略
）

（
報
酬
の
減
額
免
除
等
）

第
十
五
条

（
現
行
の
と
お
り
）

２

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
場
合
は
、
会
計
年
度
任
用
職
員
に
対
す

る
第
一
種
報
酬
の
減
額
を
免
除
す
る
も
の
と
す
る
。

一

（
現
行
の
と
お
り
）

二

勤
務
時
間
条
例
第
十
九
条
第
二
項
又
は
学
校
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
二
十
条
の
二
の

規
定
に
よ
り
母
子
保
健
健
診
休
暇
を
承
認
さ
れ
て
い
る
場
合

三

勤
務
時
間
条
例
第
十
九
条
第
二
項
又
は
学
校
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
二
十
条
の
二
の

規
定
に
よ
り
妊
婦
通
勤
時
間
を
承
認
さ
れ
て
い
る
場
合

四
か
ら
六
ま
で

（
現
行
の
と
お
り
）

３
か
ら
５
ま
で

（
現
行
の
と
お
り
）

（
報
酬
の
減
額
免
除
等
）

第
十
五
条

（
略
）

２

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
は
、
会
計
年
度
任
用
職
員

に
対
す
る
第
一
種
報
酬
の
減
額
を
免
除
す
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

（
新
設
）

（
新
設
）

二
か
ら
四
ま
で

（
略
）

３
か
ら
５
ま
で

（
略
）

第
十
六
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で

（
現
行
の
と
お
り
）

（
期
末
手
当
の
支
給
割
合
算
定
に
係
る
在
職
期
間
）

第
十
九
条

（
現
行
の
と
お
り
）

２

（
現
行
の
と
お
り
）

一
及
び
二

（
現
行
の
と
お
り
）

三

職
員
の
職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
東
京
都
条

例
第
十
六
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
職
務
に
専
念
す
る
義
務
を
免
除
さ
れ
た
期
間

（
第
十
五
条
第
二
項
第
六
号
に
掲
げ
る
場
合
若
し
く
は
職
員
の
職
務
に
専
念
す
る
義
務

の
免
除
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
東
京
都
人
事
委
員
会
規
則
第
一
号
）
第
二
条

第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
職
務
に
専
念
す
る
義
務
を
免
除
さ
れ
た
期
間
又
は
職

員
の
職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
免
除
に
関
す
る
事
務
取
扱
規
程
（
昭
和
四
十
六
年
東
京

都
訓
令
甲
第
六
十
八
号
）
第
四
条
の
規
定
に
基
づ
く
適
用
基
準
の
う
ち
総
務
局
長
が
別

に
定
め
る
期
間
若
し
く
は
こ
れ
に
類
す
る
期
間
を
除
く
。） 

十
割

四
か
ら
六
ま
で

（
現
行
の
と
お
り
）

３

（
現
行
の
と
お
り
）

第
二
十
条
か
ら
第
二
十
四
条
ま
で

（
現
行
の
と
お
り
）

附

則

１

（
現
行
の
と
お
り
）） 

（
第
一
種
報
酬
の
特
例
）

第
十
六
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で

（
略
）

（
期
末
手
当
の
支
給
割
合
算
定
に
係
る
在
職
期
間
）

第
十
九
条

（
略
）

２

（
略
）

一
及
び
二

（
略
）

三

職
員
の
職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
東
京
都
条

例
第
十
六
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
職
務
に
専
念
す
る
義
務
を
免
除
さ
れ
た
期
間

（
第
十
五
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
場
合
若
し
く
は
職
員
の
職
務
に
専
念
す
る
義
務

の
免
除
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
東
京
都
人
事
委
員
会
規
則
第
一
号
）
第
二
条

第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
職
務
に
専
念
す
る
義
務
を
免
除
さ
れ
た
期
間
又
は
職

員
の
職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
免
除
に
関
す
る
事
務
取
扱
規
程
（
昭
和
四
十
六
年
東
京

都
訓
令
甲
第
六
十
八
号
）
第
四
条
の
規
定
に
基
づ
く
適
用
基
準
の
う
ち
総
務
局
長
が
別

に
定
め
る
期
間
若
し
く
は
こ
れ
に
類
す
る
期
間
を
除
く
。） 

十
割

四
か
ら
六
ま
で

（
略
）

３

（
略
）

第
二
十
条
か
ら
第
二
十
四
条
ま
で

（
略
）

附

則

１

（
略
）

（
第
一
種
報
酬
の
特
例
）
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２

（
現
行
の
と
お
り
）

一

福
祉
保
健
局
又
は
病
院
経
営
本
部
に
所
属
す
る
医
師
、
看
護
師
（
准
看
護
師
を
含

む
。）
そ
の
他
の
職
員
（
任
命
権
者
が
指
定
す
る
者
に
限
る
。）
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
（
病
原
体
が
ベ
ー
タ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
属
の
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
（
令
和
二

年
一
月
に
、
中
華
人
民
共
和
国
か
ら
世
界
保
健
機
関
に
対
し
て
、
人
に
伝
染
す
る
能
力

を
有
す
る
こ
と
が
新
た
に
報
告
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
患
者
の
治
療
、
看
護
そ
の
他
の
業
務
又
は
当
該
感

染
症
の
病
原
体
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
（
任
命
権
者
が
指
定
す
る
も
の
に
限

る
。）
に
接
触
す
る
業
務
に
従
事
し
た
と
き
。

日
額
又
は
一
勤
務

五
千
円

二

職
員
（
前
号
及
び
次
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
規
定
す
る
者
、
東
京
都
教
育
委
員
会
職

員
並
び
に
学
校
職
員
を
除
く
。
）
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
か
ら
都
民
の
生

命
及
び
健
康
を
保
護
す
る
た
め
に
行
わ
れ
た
措
置
に
係
る
業
務
で
あ
っ
て
任
命
権
者
が

指
定
す
る
も
の
に
従
事
し
た
と
き
。

日
額
又
は
一
勤
務

三
千
円

三

職
員
で
あ
っ
て
、
警
視
庁
職
員
で
あ
る
も
の
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

感
染
者
若
し
く
は
そ
の
疑
い
が
あ
る
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
感
染
者
等
」
と
い

う
。
）
に
接
触
し
て
行
う
業
務
又
は
感
染
者
等
の
直
近
に
お
い
て
一
定
時
間
に
わ
た
り

行
う
業
務
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
（
任
命
権
者
が
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に

従
事
し
た
と
き
。

日
額

五
千
円

四

職
員
で
あ
っ
て
、
警
視
庁
職
員
で
あ
る
も
の
が
、
感
染
者
等
に
対
し
て
行
う
業
務

（
任
命
権
者
が
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
従
事
し
た
と
き
又
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
の
病
原
体
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
（
任
命
権
者
が
指
定
す
る
も
の
に

限
る
。
）
に
接
触
す
る
業
務
に
従
事
し
た
と
き
（
前
号
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）
。 

日
額

三
千
円

五

職
員
で
あ
っ
て
、
東
京
消
防
庁
職
員
で
あ
る
も
の
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
病
原
体
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
（
任
命
権
者
が
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）

に
接
触
す
る
業
務
に
従
事
し
た
と
き
。

日
額

三
千
円

３
及
び
４

（
現
行
の
と
お
り
）

５

前
三
項
の
規
定
は
、
東
京
都
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
（
平
成
九
年
東
京

都
条
例
第
十
二
号
）
附
則
第
四
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
日
（
以
下
「
失
効
す
る

日
」
と
い
う
。
）
限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
。
た
だ
し
、
失
効
す
る
日
前
に
附
則
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
こ
と
と
な
っ
た
報
酬
で
失
効
す
る
日
以
後
に
支
給
す
る
も
の
及

び
附
則
第
三
項
の
支
給
日
が
属
す
る
支
給
期
間
に
係
る
期
末
手
当
に
つ
い
て
は
、
前
三
項

の
規
定
は
、
失
効
す
る
日
以
後
も
、
な
お
効
力
を
有
す
る
。

２

（
略
）

一

福
祉
保
健
局
又
は
病
院
経
営
本
部
に
所
属
す
る
医
師
、
看
護
師
（
准
看
護
師
を
含

む
。）
そ
の
他
の
職
員
（
任
命
権
者
が
指
定
す
る
者
に
限
る
。）
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
（
病
原
体
が
ベ
ー
タ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
属
の
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
（
令
和
二

年
一
月
に
、
中
華
人
民
共
和
国
か
ら
世
界
保
健
機
関
に
対
し
て
、
人
に
伝
染
す
る
能
力

を
有
す
る
こ
と
が
新
た
に
報
告
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
患
者
の
治
療
、
看
護
そ
の
他
の
業
務
又
は
当
該
感

染
症
の
病
原
体
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
（
任
命
権
者
が
指
定
す
る
も
の
に
限

る
。）
に
接
触
す
る
業
務
に
従
事
し
た
と
き
。

日
額
又
は
一
勤
務

三
千
円

二

職
員
（
前
号
及
び
次
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
規
定
す
る
者
、
東
京
都
教
育
委
員
会
職

員
並
び
に
学
校
職
員
を
除
く
。
）
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
か
ら
都
民
の
生

命
及
び
健
康
を
保
護
す
る
た
め
に
行
わ
れ
た
措
置
に
係
る
業
務
で
あ
っ
て
任
命
権
者
が

指
定
す
る
も
の
に
従
事
し
た
と
き
。

日
額
又
は
一
勤
務

二
千
円

三

職
員
で
あ
っ
て
、
警
視
庁
職
員
で
あ
る
も
の
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

感
染
者
若
し
く
は
そ
の
疑
い
が
あ
る
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
感
染
者
等
」
と
い

う
。
）
に
接
触
し
て
行
う
業
務
又
は
感
染
者
等
の
直
近
に
お
い
て
一
定
時
間
に
わ
た
り

行
う
業
務
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
（
任
命
権
者
が
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に

従
事
し
た
と
き
。

日
額

三
千
円

四

職
員
で
あ
っ
て
、
警
視
庁
職
員
で
あ
る
も
の
が
、
感
染
者
等
に
対
し
て
行
う
業
務

（
任
命
権
者
が
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
従
事
し
た
と
き
又
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
の
病
原
体
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
（
任
命
権
者
が
指
定
す
る
も
の
に

限
る
。
）
に
接
触
す
る
業
務
に
従
事
し
た
と
き
（
前
号
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）
。 

日
額

二
千
円

五

職
員
で
あ
っ
て
、
東
京
消
防
庁
職
員
で
あ
る
も
の
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
病
原
体
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
（
任
命
権
者
が
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）

に
接
触
す
る
業
務
に
従
事
し
た
と
き
。

日
額

二
千
円

３
及
び
４

（
略
）

５

前
三
項
の
規
定
は
、
東
京
都
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
（
令
和
二
年
東
京
都
条
例
第
六
十
二
号
）
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
職
員
の
特
殊

勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
十
二
号
）
附
則
第
四
項
に
規
定
す

る
規
則
で
定
め
る
日
（
以
下
「
失
効
す
る
日
」
と
い
う
。
）
限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

た
だ
し
、
失
効
す
る
日
前
に
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
こ
と
と
な
っ
た
報
酬

で
失
効
す
る
日
以
後
に
支
給
す
る
も
の
及
び
附
則
第
三
項
の
支
給
日
が
属
す
る
支
給
期
間
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に
係
る
期
末
手
当
に
つ
い
て
は
、
前
三
項
の
規
定
は
、
失
効
す
る
日
以
後
も
、
な
お
効
力

を
有
す
る
。

別
表
第
一
及
び
別
表
第
二

（
現
行
の
と
お
り
）

別
表
第
一
及
び
別
表
第
二

（
略
）

17



管
理
職
手
当
支
給
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
一
号
） 

新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改

正

案

現

行

第
一
条
か
ら
第
五
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
） 

学
校
区
分 

支
給
範
囲 

管
理
職
手

当
の
区
分 

区
市
町
村
立
の
小
学
校
、
中
学

校
、
義
務
教
育
学
校
、
中
等
教

育
学
校
の
前
期
課
程
及
び
特
別

支
援
学
校 

都
立
の
小
学
校
、
中
学
校
、
高

等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
及
び

特
別
支
援
学
校 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
現
行
の

と
お
り
） 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
現
行
の

と
お
り
） 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
現
行
の

と
お
り
） 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
現
行
の

と
お
り
） 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
現
行
の

と
お
り
） 

第
一
条
か
ら
第
五
条
ま
で 

（
略
） 

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
） 

学
校
区
分 

支
給
範
囲 

管
理
職
手

当
の
区
分 

区
市
町
村
立
の
小
学
校
、
中
学

校
、
義
務
教
育
学
校
、
中
等
教

育
学
校
の
前
期
課
程
及
び
特
別

支
援
学
校 

都
立
の
中
学
校
、
高
等
学
校
、

中
等
教
育
学
校
及
び
特
別
支
援

学
校 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

別
表
第
二
及
び
別
表
第
三 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
表
第
二
及
び
別
表
第
三 

（
略
） 

18



学
校
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
九
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
十
二
号
）

新
旧
対
照
表
（
抄
）

改
正
案

現
行

第
一
条
か
ら
第
四
条
ま
で

（
現
行
の
と
お
り
）

第
一
条
か
ら
第
四
条
ま
で

（
略
）

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
）

手
当

番
号

種

類

支

給

範

囲

手

当

額

摘

要

１
か
ら 

12
ま
で 

（
現
行

の
と
お

り
）

（
現
行
の
と
お
り
）

（

現

行

の

と
お
り
）

（
現
行
の

と
お
り
）

13

教
員
特

殊
業
務

手
当

⑴ 

都
立
の
小
学
校
、
中
学
校
、
高
等

学
校
、
中
等
教
育
学
校
及
び
特
別
支

援
学
校
並
び
に
公
立
の
小
学
校
、
中

学
校
、
義
務
教
育
学
校
、
中
等
教
育

学
校
の
前
期
課
程
及
び
特
別
支
援

学
校
に
勤
務
す
る
教
育
職
員
、
実
習

助
手
又
は
寄
宿
舎
指
導
員
が
、
学
校

の
管
理
下
に
お
い
て
行
う
非
常
災

害
時
等
の
緊
急
業
務
で
次
に
掲
げ

る
業
務
に
従
事
し
た
と
き
。 

ア
か
ら
エ
ま
で

（
現
行
の
と
お

り
） 

⑵
か
ら
⑷
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
現
行
の

と
お
り
）

（
現
行
の

と
お
り
）

14

か
ら

17
ま
で 

（
現
行

の
と
お

り
）

（
現
行
の
と
お
り
）

（

現

行

の

と
お
り
）

（
現
行
の

と
お
り
）

手
当

番
号

種

類

支

給

範

囲

手

当

額

摘

要

１
か
ら 

12
ま
で 

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

13

教
員
特

殊
業
務

手
当

⑴

都
立
の
中
学
校
、
高
等
学
校
、
中

等
教
育
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校

並
び
に
公
立
の
小
学
校
、
中
学
校
、

義
務
教
育
学
校
、
中
等
教
育
学
校
の

前
期
課
程
及
び
特
別
支
援
学
校
に

勤
務
す
る
教
育
職
員
、
実
習
助
手
又

は
寄
宿
舎
指
導
員
が
、
学
校
の
管
理

下
に
お
い
て
行
う
非
常
災
害
時
等

の
緊
急
業
務
で
次
に
掲
げ
る
業
務

に
従
事
し
た
と
き
。 

ア
か
ら
エ
ま
で 

（
略
）

⑵
か
ら
⑷
ま
で 

（
略
）

（
略
）

（
略
）

14

か
ら

17
ま
で 

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

別
表
第
二
（
第
二
条
関
係
）

（
現
行
の
と
お
り
）

別
表
第
二
（
第
二
条
関
係
）

（
略
）
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都
立
学
校
等
に
勤
務
す
る
時
間
講
師
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
四
号
）
新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改

正

案

現

行

（
目
的
） 

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
都
立
の
小
学
校
、
中
学
校
、
高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
及
び

特
別
支
援
学
校
に
勤
務
す
る
時
間
講
師
（
都
立
学
校
等
に
勤
務
す
る
講
師
の
報
酬
等
に

関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
九
年
東
京
都
条
例
第
三
十
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）

第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
時
間
講
師
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
並
び
に
東
京
都
教
育

委
員
会
（
以
下
「
教
育
委
員
会
」
と
い
う
。
）
が
区
市
町
村
教
育
委
員
会
の
求
め
に
応

じ
て
、
当
該
区
市
町
村
教
育
委
員
会
の
所
管
す
る
小
学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学

校
、
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
及
び
特
別
支
援
学
校
（
幼
稚
部
及
び
高
等
部
を
除

く
。
以
下
同
じ
。) 

に
勤
務
さ
せ
る
た
め
派
遣
す
る
時
間
講
師
に
関
し
必
要
な
事
項
を

定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

（
設
置
） 

第
二
条

都
立
の
小
学
校
、
中
学
校
、
高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校

に
時
間
講
師
を
置
く
。 

第
三
条
か
ら
第
三
十
四
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
目
的
） 

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
都
立
の
中
学
校
、
高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
及
び
特
別
支
援

学
校
に
勤
務
す
る
時
間
講
師
（
都
立
学
校
等
に
勤
務
す
る
講
師
の
報
酬
等
に
関
す
る
条

例
（
昭
和
四
十
九
年
東
京
都
条
例
第
三
十
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
時
間
講
師
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
並
び
に
東
京
都
教
育
委
員
会
（

以
下
「
教
育
委
員
会
」
と
い
う
。
）
が
区
市
町
村
教
育
委
員
会
の
求
め
に
応
じ
て
、
当

該
区
市
町
村
教
育
委
員
会
の
所
管
す
る
小
学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
、
中
等
教

育
学
校
の
前
期
課
程
及
び
特
別
支
援
学
校
（
幼
稚
部
及
び
高
等
部
を
除
く
。
以
下
同

じ
。) 

に
勤
務
さ
せ
る
た
め
派
遣
す
る
時
間
講
師
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。 

（
設
置
） 

第
二
条

都
立
の
中
学
校
、
高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
に
時
間
講

師
を
置
く
。 

第
三
条
か
ら
第
三
十
四
条
ま
で 

（
略
） 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で 

（
略
） 
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都
立
学
校
等
に
勤
務
す
る
日
勤
講
師
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
九
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
六
十
号
）
新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改

正

案

現

行

（
目
的
） 

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
都
立
の
小
学
校
、
中
学
校
、
高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
及
び

特
別
支
援
学
校
に
勤
務
す
る
日
勤
講
師
（
都
立
学
校
等
に
勤
務
す
る
講
師
の
報
酬
等
に

関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
九
年
東
京
都
条
例
第
三
十
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）

第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
日
勤
講
師
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
並
び
に
東
京
都
教
育

委
員
会
（
以
下
「
教
育
委
員
会
」
と
い
う
。
）
が
区
市
町
村
教
育
委
員
会
の
求
め
に
応

じ
て
、
当
該
区
市
町
村
教
育
委
員
会
の
所
管
す
る
小
学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学

校
、
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
及
び
特
別
支
援
学
校
（
幼
稚
部
及
び
高
等
部
を
除

く
。
以
下
同
じ
。) 

に
勤
務
さ
せ
る
た
め
派
遣
す
る
日
勤
講
師
に
関
し
必
要
な
事
項
を

定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

（
設
置
） 

第
二
条

都
立
の
小
学
校
、
中
学
校
、
高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校

に
日
勤
講
師
を
置
く
。 

第
三
条
か
ら
第
三
十
八
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
目
的
） 

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
都
立
の
中
学
校
、
高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
及
び
特
別
支
援

学
校
に
勤
務
す
る
日
勤
講
師
（
都
立
学
校
等
に
勤
務
す
る
講
師
の
報
酬
等
に
関
す
る
条

例
（
昭
和
四
十
九
年
東
京
都
条
例
第
三
十
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第

二
項
に
規
定
す
る
日
勤
講
師
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
並
び
に
東
京
都
教
育
委
員
会
（

以
下
「
教
育
委
員
会
」
と
い
う
。
）
が
区
市
町
村
教
育
委
員
会
の
求
め
に
応
じ
て
、
当

該
区
市
町
村
教
育
委
員
会
の
所
管
す
る
小
学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
、
中
等
教

育
学
校
の
前
期
課
程
及
び
特
別
支
援
学
校
（
幼
稚
部
及
び
高
等
部
を
除
く
。
以
下
同

じ
。) 

に
勤
務
さ
せ
る
た
め
派
遣
す
る
日
勤
講
師
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。 

（
設
置
） 

第
二
条

都
立
の
中
学
校
、
高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
に
日
勤
講

師
を
置
く
。 

第
三
条
か
ら
第
三
十
八
条
ま
で 

（
略
） 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で 

（
略
） 
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へ
き
地
手
当
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
八
号
）

新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改

正

案

現

行

第
一
条
か
ら
第
九
条
ま
で

（
現
行
の
と
お
り
）

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
）

へ
き
地
手
当
に
関
す
る
へ
き
地
学
校
等
の
級
別
区
分

級
別

学
校
名
等

所
在
地

一
級
地

（
現
行
の
と
お
り
）

二
級
地

（
現
行
の
と
お
り
）

三
級
地

新
島
村
立
新
島
小
学
校
か
ら

八
丈
町
立
三
原
小
学
校
ま
で

（
現
行
の
と
お
り
）

新
島
村
立
新
島
中
学
校

新
島
村
本
村
四
丁
目
十
番
十
二
号

神
津
島
村
立
神
津
中
学
校
か

ら
都
立
神
津
高
等
学
校
ま
で

（
現
行
の
と
お
り
）

都
立
八
丈
高
等
学
校

八
丈
町
大
賀
郷
三
千
二
十
番
地

都
立
青
鳥
特
別
支
援
学
校
八

丈
分
教
室

八
丈
町
大
賀
郷
三
千
二
十
番
地

新
島
村
本
村
学
校
給
食
共
同

調
理
所
か
ら
八
丈
町
給
食
セ

ン
タ
ー
ま
で

（
現
行
の
と
お
り
）

四
級
地

利
島
村
立
利
島
小
学
校

利
島
村
八
十
七
番
地

新
島
村
立
式
根
島
小
学
校
及

び
三
宅
村
立
三
宅
小
学
校

（
現
行
の
と
お
り
）

第
一
条
か
ら
第
九
条
ま
で

（
略
）

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
）

へ
き
地
手
当
に
関
す
る
へ
き
地
学
校
等
の
級
別
区
分

級
別

学
校
名
等

所
在
地

一
級
地

（
略
）

二
級
地

（
略
）

三
級
地

新
島
村
立
新
島
小
学
校
か
ら

八
丈
町
立
三
原
小
学
校
ま
で

（
略
）

新
島
村
立
新
島
中
学
校

新
島
村
本
村
四
丁
目
七
番
一
号

神
津
島
村
立
神
津
中
学
校
か

ら
都
立
神
津
高
等
学
校
ま
で

（
略
）

都
立
八
丈
高
等
学
校

八
丈
町
大
賀
郷
三
千
二
十
番
地

（
新
設
）

新
島
村
本
村
学
校
給
食
共
同

調
理
所
か
ら
八
丈
町
給
食
セ

ン
タ
ー
ま
で

（
略
）

四
級
地

利
島
村
立
利
島
小
学
校

利
島
村
十
三
番
地

新
島
村
立
式
根
島
小
学
校
及

び
三
宅
村
立
三
宅
小
学
校

（
略
）
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利
島
村
立
利
島
中
学
校 

利
島
村
八
十
七
番
地 

新
島
村
立
式
根
島
中
学
校
か

ら
三
宅
村
学
校
給
食
共
同
調

理
場
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

五
級
地 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
表
第
二
か
ら
別
表
第
四
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

 

  

利
島
村
立
利
島
中
学
校 

利
島
村
十
三
番
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